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＜三越伊勢丹⽀部⼤会 議事日程＞

1. 議⻑団選出 ⽀部書記⻑

2. 書記任命 ⽀部⼤会議⻑

3. 開会宣言 ⽀部⼤会議⻑

4. 議事運営委員選出 ⽀部⼤会議⻑

5. 成⽴確認・資格審査報告 ⽀部⼤会議事運営委員⻑

6. 議事⽇程発表・承認 ⽀部⼤会議事運営委員⻑

7. 議事開始宣言 ⽀部⼤会議⻑

8. 議事

第⼀号議案

Ⅰ．2019年度 社員 ⽉例賃⾦および年間賞与要求

Ⅱ．2019年度 メイト社員 ⽉例賃⾦および年間賞与要求

Ⅲ. 2019年度 エルダースタッフ 賃⾦および年間賞与要求

Ⅳ. 2019年度 フェロー社員 賃⾦および年間賞与要求

Ⅴ. 2019年度 エルダーフェロー 賃⾦および評価加算⾦要求

Ⅵ. 2019年度 スペシャリティスタッフ 賃⾦要求

Ⅶ. 2019年度 エルダースペシャリティスタッフ 賃⾦要求

第二号議案

Ⅷ. 2018年度 労使通年協議について

Ⅸ. 労働協約の改訂および新設

9. 議事終了宣言 ⽀部⼤会議⻑

10. ⽀部執⾏委員⻑挨拶 ⽀部執⾏委員⻑

11. 閉会宣言 ⽀部⼤会議⻑

⽇程 ： 2019年３⽉8⽇（⾦） 午後８時00分より
会場 ： 伊勢丹新宿本店事務館７階 従業員食堂
構成員： ⽀部⼤会代議員・⽀部執⾏委員・本部執⾏委員・監査委員
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審議決定事項エルダースタッフ対象

Ⅴ．2019年度 エルダースタッフ賃金および年間賞与要求

２．賃金要求の概要

項目 内容 関連
資料

ベースアップ Ｐ27

賃⾦要求 －

最低賃⾦ Ｐ27

年間賞与要求
・エルダースタッフⅠ〜Ⅳの2019年度賞与は1.0ヶ月で要求します。
・賞与加算は S評価 0.4ヶ月 A評価 0.2ヶ月で要求します。

Ｐ27

１．エルダースタッフ賃金要求に関する本年度の考え方

2019年度の要求は⼈事制度に則った要求をおこないます。
＜賃⾦要求＞

○ ベースアップは、3つの構成要素に基づき要求の判断をおこないます。
○ 2016年度より⽉給制の仕組みを導⼊していることを踏まえ、時給制に加え⽉例賃⾦の要求をおこないます。

＜最低賃⾦要求＞

○ ⽣活者の観点から、「最低賃⾦要求」をおこないます。
○ 最低賃⾦についても、時給制・⽉給制それぞれの要求となります。

※60歳到達時に223,000円を下回る場合は60歳到達時の処遇水準（メイト社員の職務給は除く）
を継続します。
※上記に加え、会社が特殊な職務を担うことを前提に処遇水準を設定する場合は、労使で確認をおこないます。
※ベースアップ要求分を月例賃⾦に反映しています。

・エルダースタッフⅠおよびⅡの時間給について表の通り要求します。
・エルダースタッフⅢの月例賃⾦を223,000円、
なお会社が個別に任命するエルダースタッフⅣの月例賃⾦は303,000円とすることを要求する。

＜三越伊勢丹のベースアップの考え⽅＞

物価上昇が個⼈の⽣活に与える影響に対しては、雇用形態の別なく対応するべきであると考えることから、ベース
アップ要求をおこないます。要求にあたっては、企業の置かれた環境を⼗分認識しつつ、社員・メイト社員のベース
アップが⽉額1,000円の水準であることとのバランスを考慮し、⽉例賃⾦1,000円・時間給5円のベースアップを要
求します。

＜2019年度ベースアップ要求に関わる3つの構成要素に対する考え⽅＞

①物価上昇分
2018年暦年の物価上昇率は1.0％となり上昇している状況です。

②⽣産性向上分
2018年度の通期予測については当初の計画通り推移しております。

③担う役割と賃⾦バランス
直近1年間におけるエルダースタッフに求められる役割や働き⽅に⼤きな変化は⾒受けられないことから、
担う役割と賃⾦水準とのバランスにも変化はないことが想定されます。

※ベースアップは、エルダースタッフ月例賃⾦および時間給の引き上げで対応します。
※ベースアップの要求の賃⾦反映のタイミングは、給与計算期間等を踏まえ次の通りとします。
月給制⇒4月16⽇〜 時給制⇒4月1⽇〜

※ 今回要求する最低賃⾦は、2019年4月1⽇〜2020年３月31⽇の在籍者を対象とします。
なお、障がい者雇用については別途対応します。

・月給制エルダースタッフは174,000円、時給制は事業所別最低賃⾦を下回らないことを要求します

・エルダースタッフについて、月給制は⼀律1,000円、時給制は⼀律5円のベースアップ要求をおこないます。
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3．時間給表

職種 店頭販売 顧客サービス セールスⅠ セールスⅡ 事務・業務

時間給 1,120円 1,120円 1,320円 1,120円 1,020円

※会社が特殊な職務を担うことを前提に処遇水準の⾒直しが必要と判断した場合は、労使で確認をおこないます。
※ベースアップ要求分を時間給に反映しています。

４．最低賃金

※組合は、地域別に時間給の最低賃⾦を定めている本部⽅針に基づき、事業所ごとに最低賃⾦を設定します。
上記要求水準は、本部⽅針に基づいた水準をベースに制度上の最下限水準を使用しています。

※2019年度中に上記水準が公的最低賃⾦（各都道府県の地域別及び産業別最低賃⾦）を下回った場合は、「公的最低賃⾦
の改定発効される年⽉⽇以前に改定水準を適用する」ことを労使確認の上、組合機関会議（本・⽀部執⾏委員会）にて
審議決定します。

時給制エルダースタッフ

ない
東京都内の
事業所

千葉県内の
事業所

神奈川県内
の事業所

埼玉県内の
事業所

茨城県内の
事業所

群馬県内の
事業所

栃木県内の
事業所

福島県内の
事業所

大阪府内の
事業所

990円 900円 990円 905円 915円 915円 915円 915円 1,015円

解説
＜最低賃⾦の考え⽅＞
⽇本では、実質的・⽂化的な⽣活を最低限維持するために必要な賃⾦水準として、地域別・産業別に最低賃⾦が
設けられています。
この公的な最低賃⾦の水準を決定する際、その地域・産業内の各企業における賃⾦表や企業内最低賃⾦の締結・
改正が⼤きな影響を与えます。三越伊勢丹グループ労働組合(以下IMGU)では、独自基準を設定することにより、
企業内外のともに働く労働者の賃⾦水準の底上げを図る取り組みの推進に繋げています。（P.80参照）
＜2019年度の水準設定について＞
⽉例賃⾦は制度上の最下限となる174,000円とします。

１）支給対象
・2019年12⽉賞与

2019年４⽉1⽇から2019年９⽉30⽇まで勤務し、引き続き⽀給当⽇在籍している者。
・2020年６⽉賞与

2019年10⽉１⽇から2020年３⽉31⽇まで勤務し、引き続き⽀給当⽇在籍している者。
ただし、期間中欠勤のあるものは、後述の⽀給⽅法にて⽀給する。

２）基準日
・2019年12⽉賞与

時間給は2019年12⽉１⽇現在のものとする。なお、2019年４⽉１⽇から12⽉１⽇までに
エルダースタッフに転換した者は、エルダースタッフとしての賞与を⽀給する。

・2020年６⽉賞与
時間給は2020年６⽉１⽇現在のものとする。なお、2019年10⽉１⽇から2020年６⽉１⽇までに
エルダースタッフに転換した者は、エルダースタッフとしての賞与を⽀給する。

３）支給方法
①時給制エルダースタッフ

a)期間中欠勤のない者 エルダースタッフ本給×1.0ヵ⽉
（時給制 ： みなし本給＝時間給×週契約時間×52週/12ヵ⽉、円単位切上げとする）

b)期間中欠勤のある者
⽉初から⽉末までの１ヵ⽉間にまったく出勤がない場合は、１／６を控除する。

②月給制エルダースタッフ
a) 期間中欠勤のない者 基本給×1.0ヵ⽉

b）期間中欠勤、休職のある者 基本給×1.0ヵ⽉×

※細部については労使協議の上決定する。

5．年間賞与

エルダースタッフ 2019年12月・2020年6月支給賞与
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審議決定事項フェロー社員対象

Ⅵ．2019年度 フェロー社員賃金および年間賞与要求

１．フェロー社員賃金要求に関する本年度の考え方

2019年度の要求は⼈事制度に則った要求をおこないます。主な要求項目に関する基本的な考え⽅は以下の通りです。
＜賃⾦要求＞
○ ベースアップは、4つの構成要素に基づき要求の判断をおこないます。
○「適正な評価制度の運用による役割成果主義の推進」と「やりがい・働きがい」の
観点から、⼈事制度に則った「評価分布」と「貢献度ポイント表および能⼒給改定表」の要求をおこないます。

＜最低賃⾦要求＞
○ ⽣活者の観点から、「最低賃⾦要求」をおこないます。

２．賃金要求の概要

項目 内容 関連
資料

ベースアップ －

評価要求

・フェロー社員Ⅰの評価については、貢献度ポイント表に基づき、
A評価以上3割以上、 B評価（およびC評価）7割未満の分布とする。
※フェロー社員Ⅰにおける評価は退職⾦制度貢献度ポイントに反映されます。
・フェロー社員Ⅱの評価については、能⼒給改定表・能⼒給表および昇給表に基づき、
A評価以上3割以上、B評価（およびC評価）7割未満の分布とする。

・併せて以下の内容を要求します。
面談の実施状況を労使で確認する。評価反映後の平均時給について、労使で確認をおこなう。

－

貢献度ポイント表
退職⾦算定式

支給係数
能⼒給改定表

要求

・「貢献度ポイント表」「退職⾦算定式」「支給係数」「能⼒給改定表」を表の通り要求します。 Ｐ29

最低賃⾦要求 ・時間給は事業所別最低賃⾦を下回らないことを要求します。 Ｐ30

採用賃⾦要求 ・各事業所、職種で設定される採用賃⾦が900円を下回らないことを要求します。 －

年間賞与要求 Ｐ31

＜三越伊勢丹のベースアップの考え⽅＞
物価上昇が個人の生活に与える影響に対しては、雇用形態の別なく対応するべきであると考えることから、ベースアップ要求を

おこないます。要求にあたっては、企業の置かれた環境を⼗分認識しつつ、社員・メイト社員のベースアップが月額1,000円の
水準であることとのバランスを考慮し、時間給5円のベースアップを要求します。

＜2019年度ベースアップ要求に関わる４つの構成要素に対する考え⽅＞
①物価上昇分
2018年暦年の物価上昇率は1.0％となり上昇している状況です。

②生産性向上分
2018年度の通期予測については当初の計画通り推移しております。

③担う役割と賃⾦バランス
直近1年間におけるフェロー社員に求められる役割や働き⽅に大きな変化は⾒受けられないことから、担う役割と賃⾦水準
とのバランスにも変化はないことが想定されます。
④採用賃⾦上昇分
採用賃⾦については、直近の時給水準に⼤きな変化が⾒受けられないため、現在籍者に対する⼤きな影響
は無いと判断します。

※ベースアップの要求の賃⾦反映のタイミングは、給与計算期間等を踏まえ次の通りとします。
既存者⇒4月11⽇〜

※ベースアップは、フェロー社員のベース給の引き上げ(810円⇒815円)で対応をおこないます。

・2019年12月・2020年６月支給賞与を次の支給算出式で算出した額で支給することを要求します。

※ 旧サムタイマー社員（賞与選択者）の定年後再雇用者（エルダーフェロー）は、賞与支給対象期間中のフェロー社員
としての在籍期間に応じて賞与を按分して支給します。

※2019年度は、今回ベースアップをおこなうことや採用競争⼒を考慮し、5円を上乗せして要求します。

各支給額＝賞与支給対象期間の基本給（契約内＋契約外）総額÷６

・フェロー社員のベースアップについては⼀律5円のベースアップを要求します。
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3．貢献度ポイント表・退職金算定式・支給係数・能力給改定表

フェロー社員Ⅰ(有期・無期)「貢献度ポイント表」

貢献度評価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ
貢献度ポイント 1.1 0.8 0.6 0.3

＜2018年度下期評価および2019年度上期評価＞

※ 下半期（10⽉〜3⽉）の評価は7⽉にポイント付与をおこない、上半期(4⽉〜9⽉）の評価は翌年1⽉にポイント付与を
おこないます。

※ 評価によるポイントに関わらず、累積ポイントは13が上限となります。

フェロー社員Ⅰ(有期)「退職金算定式」「支給係数」

＜退職⾦算定式＞
退職⾦＝退職時の週契約時間×52×累積貢献度ポイント総数（上限13）×⽀給係数

＜⽀給係数＞

再契約回数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 10回 11回以上

支給計数 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

フェロー社員Ⅰ(無期)「退職金算定式」「支給係数」

初回再契約
からの年数

１年超
2年

２年超
3年

３年超
4年

４年超
5年

５年超
6年

６年超
7年

７年超
8年

８年超
9年

９年超
10年 10年超

支給計数 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

フェロー社員Ⅱ(有期)「能力給改定表」

ゾーン 累積能⼒給 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
Ｓ 200円〜350円 15円 5円 0円 0円 0円
Ⅰ 75円〜195円 20円 10円 5円 0円 0円
Ⅱ 0円〜70円 25円 15円 10円 0円 0円

※ 下半期（10⽉〜3⽉）の評価は7⽉11⽇以降の時給に反映し、上半期（4⽉〜9⽉）の評価は翌年の1⽉11⽇以降の
時給に反映されます。

※ 評価による昇給額に関わらず、累積能⼒給は350円が上限となります。

＜退職⾦算定式＞
退職⾦＝退職時の週契約時間×52×累積貢献度ポイント総数（上限13）×⽀給係数

＜⽀給係数＞

＜2018年度下期評価および2019年度上期評価＞
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フェロー社員Ⅱ(無期)「能力給表」および「昇給表」

＜フェロー社員Ⅱ(無期)「能⼒給表」＞ 単位：円 ＜フェロー社員Ⅱ(無期)「昇給表」＞

※ 下半期（10⽉〜3⽉）の評価は7⽉11⽇以降の時給に反映し、
上半期（4⽉〜9⽉）の評価は翌年の1⽉11⽇以降の 時給に反映されます。

※ 評価による昇給額に関わらず、累積能⼒給は350円が上限となります。

ゾーン ランク 能⼒給 ゾーン ランク 能⼒給 ゾーン ランク 能⼒給

S

1 350

Ⅰ

32 195

Ⅱ

57 70
2 345 33 190 58 65
3 340 34 185 59 60
4 335 35 180 60 55
5 330 36 175 61 50
6 325 37 170 62 45
7 320 38 165 63 40
8 315 39 160 64 35
9 310 40 155 65 30
10 305 41 150 66 25
11 300 42 145 67 20
12 295 43 140 68 15
13 290 44 135 69 10
14 285 45 130 70 5
15 280 46 125 71 0
16 275 47 120
17 270 48 115
18 265 49 110
19 260 50 105
20 255 51 100
21 250 52 95
22 245 53 90
23 240 54 85
24 235 55 80
25 230 56 75
26 225
27 220
28 215
29 210
30 205
31 200

ゾーン ランク Ｓ Ａ Ｂ Ｃ D

Ｓ 1〜31ランク 3 1 0 0 0

Ⅰ 32〜56ランク 4 2 1 0 0

Ⅱ 57〜71ランク 5 3 2 0 0

4．最低賃金

※ 組合は、地域別に時間給の最低賃⾦を定めている本部⽅針に基づき、事業所ごとに最低賃⾦を設定します。
上記要求水準は、本部⽅針に基づいた水準をベースに制度上の最下限水準を使用しています。

※ 2019年度中に上記水準が公的最低賃⾦（各都道府県の地域別及び産業別最低賃⾦）を下回った場合は、「公的最低賃⾦
の改定発効される年⽉⽇以前に改定水準を適用する」ことを労使確認の上、組合機関会議（本・⽀部執⾏委員会）にて
審議決定します。

東京都内の
事業所

千葉県内の
事業所

神奈川県内
の事業所

埼玉県内の
事業所

茨城県内の
事業所

群馬県内の
事業所

栃木県内の
事業所

福島県内の
事業所

大阪府内の
事業所

990円 900円 990円 905円 915円 915円 915円 915円 1,015円
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5．年間賞与（旧サムタイマー社員賞与選択者のみ）

フェロー社員(旧サムタイマー社員賞与選択者)の2019年12月・2020年６月支給賞与

１）支給対象
・賞与⽀給対象期間中に旧サムタイマー社員（賞与選択者）としての在籍期間があり、引き続き賞与⽀給⽇
当⽇に在籍している者。ただし、⽀給⽇当⽇までにエルダーフェローⅠに転換した者は除く

２）支給対象期間
・2019年12⽉賞与

2019年４⽉11⽇から2019年10⽉10⽇
・2020年６⽉賞与

2019年10⽉11⽇から2020年４⽉10⽇
３）支給方法
・賞与⽀給対象期間の基本給（契約内＋契約外）総額÷６
※細部については労使協議の上決定する。
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審議決定事項

審議決定事項エルダーフェロー対象

Ⅶ．2019年度 エルダーフェロー賃金要求

１．エルダーフェロー賃金要求に関する本年度の考え方

2019年度の要求は⼈事制度に則った要求をおこないます。
主な要求項目に関する基本的な考え⽅は以下の通りです。

＜賃金要求＞
○ ベースアップは、3つの構成要素に基づき要求の判断をおこないます。

○ エルダーフェローのやりがい・働きがいの向上に向けて、
特に⾼い成果を挙げているメンバーを対象とした評価加算⾦の要求をおこないます。

＜最低賃金要求＞
○ ⽣活者の観点から、「最低賃⾦要求」をおこないます。

２．賃金要求の概要

項目 内容 関連
資料

ベースアップ ー

最低賃⾦要求 Ｐ33

評価加算⾦要求 Ｐ33

＜三越伊勢丹のベースアップの考え⽅＞

物価上昇が個⼈の⽣活に与える影響に対しては、雇用形態の別なく対応するべきであると考えることから、ベース
アップ要求をおこないます。要求にあたっては、企業の置かれた環境を⼗分認識しつつ、社員・メイト社員のベース
アップが⽉額1,000円の水準であることとのバランスを考慮し、時間給5円のベースアップを要求します。

＜2019年度ベースアップ要求に関わる3つの構成要素に対する考え⽅＞

①物価上昇分
2018年暦年の物価上昇率は1.0％となり上昇している状況です。

②⽣産性向上分
2018年度の通期予測については当初の計画通り推移しております。

③担う役割と賃⾦バランス
直近1年間におけるエルダーフェローに求められる役割や働き⽅に⼤きな変化は⾒受けられないことから、
担う役割と賃⾦水準とのバランスにも変化はないことが想定されます。

・エルダーフェロー社員のベースアップについては⼀律5円のベースアップを要求します。

※ベースアップの要求の賃⾦反映のタイミングは、給与計算期間等を踏まえ次の通りとします。
既存者⇒4月11⽇〜

※ベースアップは、エルダーフェローの時間給の引き上げで対応します。

・時間給が事業所別最低賃⾦を下回らないことを要求します。

・評価加算⾦を（2018年度下期評価・2019年度上期評価）を以下の通り要求します。
S評価 30,000円 A評価 15,000円
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3.最低賃金

4.評価加算金

・評価結果については労使で確認をおこないます。
※⽀給対象

・2018年下期評価（2019年8⽉⽀給）
2018年10⽉1⽇から2019年3⽉31⽇まで勤務し、引き続き⽀給⽇当⽇に在籍している者。

・2019年上期評価（2020年2⽉⽀給）
2019年4⽉1⽇から2019年9⽉30⽇まで勤務し、引き続き⽀給⽇当⽇に在籍している者。

※ 組合は、地域別に時間給の最低賃⾦を定めている本部⽅針に基づき、事業所ごとに最低賃⾦を設定します。
上記要求水準は、本部⽅針に基づいた水準をベースに制度上の最下限水準を使用しています。

※ 2019年度中に上記水準が公的最低賃⾦（各都道府県の地域別及び産業別最低賃⾦）を下回った場合は、「公的最低賃⾦
の改定発効される年⽉⽇以前に改定水準を適用する」ことを労使確認の上、組合機関会議（本・⽀部執⾏委員会）にて
審議決定します。

東京都内の
事業所

千葉県内の
事業所

神奈川県内
の事業所

埼玉県内の
事業所

茨城県内の
事業所

群馬県内の
事業所

栃木県内の
事業所

福島県内の
事業所

大阪府内の
事業所

990円 900円 990円 905円 915円 915円 915円 915円 1,015円
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審議決定事項

審議決定事項スペシャリティスタッフ対象

Ⅷ．2019年度 スペシャリティスタッフ賃金要求

１．スペシャリティスタッフ賃金要求に関する本年度の考え方

2019年度の要求は⼈事制度に則った要求をおこないます。
主な要求項目に関する基本的な考え⽅は以下の通りです。

＜賃⾦要求＞
○ ベースアップは、２つの構成要素に基づき要求の判断をおこないます。

○ 2017年度 春の交渉より、賃⾦の引き上げ率の要求をおこないます。

＜最低賃⾦要求＞
○ ⽣活者の観点から、「最低賃⾦要求」をおこないます。

項目 内容 関連
資料

ベースアップ －

賃⾦改訂要求 －

最低賃⾦要求 Ｐ35

２．賃金要求の概要

・スペシャリティスタッフのベースアップについて、年間12,000円のベースアップを要求します。

※ベースアップの要求の賃⾦反映のタイミングは、給与計算期間等を踏まえ次の通りとします。
既存者⇒4月1⽇〜
※ベースアップは、スペシャリティスタッフ各人の年俸の引き上げで対応します。

＜三越伊勢丹のベースアップの考え⽅＞

物価上昇が個人の生活に与える影響に対しては、雇用形態の別なく対応するべきであると考えることから、ベースアップ要求をおこな
います。要求にあたっては、企業の置かれた環境を⼗分認識しつつ、社員・メイト社員のベースアップが月額1,000円の水準であるこ
ととのバランスを考慮し、ベースアップ分として年間12,000円のベースアップを要求します。

＜2019年度ベースアップ要求に関わる２つの構成要素に対する考え⽅＞

①物価上昇分
2018年暦年の物価上昇率は1.0％となり上昇している状況です。
②生産性向上分
2018年度の通期予測については当初の計画通り推移しております。

・2019年度の賃⾦改定をおこなうスペシャリティスタッフ(エルダースペシャリティスタッフ含む)の
年俸額を時間単価に換算し、全体平均0.7％以上引き上げることを要求する。
※ 上記の賃⾦改定要求内容は、ベースアップ要求とは別に引き上げをおこなうことを要求します。
※ 年度末（3月末時点）の年俸額を時間単価に換算します。
※ 結果については労使で確認をおこないます。

・スペシャリティスタッフは、年間の給与⾦額や就業時間を個別に契約する年俸制で契約をおこなっています。
そのため最低賃⾦要求は、年間収⼊や月例賃⾦ではなく年俸を時間単価に換算し要求をおこないます。
＜時間単価算出の計算式＞

年俸 ÷ 年間の契約時間

・最低賃⾦要求は、年俸を時間単価に換算した上で事業所別最低賃⾦水準を下回らないことを要求します。
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3．最低賃金

※ 組合は、地域別に時間給の最低賃⾦を定めている本部⽅針に基づき、事業所ごとに最低賃⾦を設定します。
上記要求水準は、本部⽅針に基づいた水準をベースに制度上の最下限水準を使用しています。

※ 2019年度中に上記水準が公的最低賃⾦（各都道府県の地域別及び産業別最低賃⾦）を下回った場合は、「公的最低賃⾦
の改定発効される年⽉⽇以前に改定水準を適用する」ことを労使確認の上、組合機関会議（本・⽀部執⾏委員会）にて
審議決定します。

東京都内の
事業所

千葉県内の
事業所

神奈川県内
の事業所

埼玉県内の
事業所

茨城県内の
事業所

群馬県内の
事業所

栃木県内の
事業所

福島県内の
事業所

大阪府内の
事業所

990円 900円 990円 905円 915円 915円 915円 915円 1,015円
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審議決定事項

審議決定事項エルダースペシャリティスタッフ対象

Ⅸ．2019年度 エルダースペシャリティスタッフ賃金要求

１．エルダースペシャリティスタッフ賃金要求に関する本年度の考え方

2019年度の要求は⼈事制度に則った要求をおこないます。
主な要求項目に関する基本的な考え⽅は以下の通りです。

＜賃⾦要求＞
○ ベースアップは、２つの構成要素に基づき要求の判断をおこないます。

○ 2017年度 春の交渉より、賃⾦の引き上げ率の要求をおこないます。

＜最低賃⾦要求＞
○ ⽣活者の観点から、「最低賃⾦要求」をおこないます。

２．賃金要求の概要

項目 内容 関連
資料

ベースアップ －

賃⾦改訂要求 －

最低賃⾦要求 P37

＜三越伊勢丹のベースアップの考え⽅＞

物価上昇が個人の生活に与える影響に対しては、雇用形態の別なく対応するべきであると考えることから、ベースアップ要求をおこな
います。要求にあたっては、企業の置かれた環境を⼗分認識しつつ、社員・メイト社員のベースアップが月額1,000円の水準であるこ
ととのバランスを考慮し、ベースアップ分として年間12,000円のベースアップを要求します。

＜2019年度ベースアップ要求に関わる２つの構成要素に対する考え⽅＞

①物価上昇分
2018年暦年の物価上昇率は1.0％となり上昇している状況です。
②生産性向上分
2018年度の通期予測については当初の計画通り推移しております。

・エルダースペシャリティスタッフのベースアップについて、年間12,000円のベースアップを要求します。
※ベースアップの要求の賃⾦反映のタイミングは、給与計算期間等を踏まえ次の通りとします。
既存者⇒4月1⽇〜

※ベースアップは、エルダースペシャリティスタッフ各人の年俸の引き上げで対応します。

・2019年度の賃⾦改定をおこなうエルダースペシャリティスタッフ(スペシャリティスタッフ含む)の
年俸額を時間単価に換算し、全体平均0.7％以上引き上げることを要求する。
※ 上記の賃⾦改定要求内容は、ベースアップ要求とは別に引き上げをおこなうことを要求します。
※ 年度末（3月末時点）の年俸額を時間単価に換算します。
※ 結果については労使で確認をおこないます。

・エルダースペシャリティスタッフは、年間の給与⾦額や就業時間を個別に契約する年俸制で契約をおこなっています。
そのため最低賃⾦要求は、年間収⼊や月例賃⾦ではなく年俸を時間単価に換算し要求をおこないます。
＜時間単価算出の計算式＞

年俸 ÷ 年間の契約時間

・最低賃⾦要求は、年俸を時間単価に換算した上で事業所別最低賃⾦水準を下回らないことを要求します。
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3．最低賃金

※ 組合は、地域別に時間給の最低賃⾦を定めている本部⽅針に基づき、事業所ごとに最低賃⾦を設定します。
上記要求水準は、本部⽅針に基づいた水準をベースに制度上の最下限水準を使用しています。

※ 2019年度中に上記水準が公的最低賃⾦（各都道府県の地域別及び産業別最低賃⾦）を下回った場合は、「公的最低賃⾦
の改定発効される年⽉⽇以前に改定水準を適用する」ことを労使確認の上、組合機関会議（本・⽀部執⾏委員会）にて
審議決定します。

東京都内の
事業所

千葉県内の
事業所

神奈川県内
の事業所

埼玉県内の
事業所

茨城県内の
事業所

群馬県内の
事業所

栃木県内の
事業所

福島県内の
事業所

大阪府内の
事業所

990円 900円 990円 905円 915円 915円 915円 915円 1,015円
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Ⅹ.2018年度労使通年協議の取り組み
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報告事項全員対象

１． 2018年度 労使通年協議について

○この章では、2018年度の労使通年協議の取り組みについてご報告します。
春の交渉議案書における審議決定事項は下記の通りとなります。

この章のポイント

やりがい 夢安心

ワークライフ
バランス

セーフティネット 福利厚生

人事賃金制度
（賃金制度）

人事賃金制度
（人材育成）

下支え

１．2018年度 労使通年協議の考え方

「安心」「やりがい」「夢」 雇用を通じた安心・日々の業務を通じたやりがい・自己実現に向けた夢
「⼈事賃⾦制度(賃⾦制度)」 メンバーが高いモチベーションで働ける仕組み
「⼈事賃⾦制度(⼈材育成）」 持てる⼒を最⼤限発揮できる仕組み
「ワークライフバランス」 仕事と生活の調和
「セーフティネット」 安心して働ける環境
「福利厚生」 働きやすい環境

＜組合としての⼈に関わる諸制度の考え⽅＞

①仕組み ②運用

③働き⽅

＜３つの視点＞

①仕組み
メンバーのやりがい・働きがいにつながる仕組みの構築や現⾏制度の課題解決に向けた仕組みの⾒直し
②運用
制度の適正な運用に向けた実態の把握と課題への対応
③働き方
働く環境のベースとなる「適正な時間管理」によるメンバーのやりがい・働きがいの向上、「ハラスメントの防⽌」による
働きやすい 職場環境の構築

2018年度労使通年協議においては「組合としての⼈に関わる諸制度の考え方」および「３つの視点」を踏まえて協議をおこなってきました。

検討項目 具体的事項

社員ステージC・メイト社員の
⼈事制度改定に向けた検討

社員ステージC制度改定の方向性

社員ステージC-ｔ採用賃⾦の⾒直し

メイト社員制度改定の方向性

社員ステージC・メイト社員・特別社員賞与制度改定

社員ステージB⼈事賃⾦制度 賞与制度改定

所定労働時間の⾒直しに伴う対応
フェロー社員の休憩時間の⾒直し

スペシャリティスタッフの有給休暇付与日数⾒直し

60歳以降の制度のあり方 エルダーフェローにおける手当の導入

グループの方向性を踏まえた対応
2020年以降のベースアップ算出式

育児介護以外の短時間勤務の対応

働く環境の整備
所定労働時間および休憩時間の⾒直し

社命による在宅勤務の導入
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３．2018年度の通年協議項目について

２．労使通年協議について

・労使通年協議とは「年間を通じて労使で課題認識の共有、解決策の議論をおこない必要な制度改定の成案化
を目指す」協議形態です。
・今年度の労使通年協議においては、制度を中心に検討をおこなう「⼈事制度部会」に加えて、特に｢働く環境の
整備」に向けて「働き方部会」を引き続き設置し、仕組みや運用だけでなく「適正な時間管理」についても労使協議
をおこなってきました。

9月 10月 11月 12月 2月

労
使
通
年

協
議
の
流
れ

1月5月 6月 7月 8月

労
使
委
員
会

労使部会　（月１～２回程度）
労
使
委
員
会

労
使
協
議
会
で

確
認

労使部会（月１～２回程度）
労
使
協
議
会
で

最
終
確
認

労
使
委
員
会

春
の
交
渉

労使事務局 労使事務局

＜労使通年協議の流れ＞

対象の
雇用形態 検討項目 議案書に

おける位置づけ 審議決定のタイミング

社員・
メイト社員

社員ステージC・メイト社員⼈事制度改定(方向性) 途中経過報告事項 2019年度以降

社員ステージC-ｔ採用賃⾦の⾒直し 審議決定事項 2019年3月

社員ステージC・特別社員・メイト社員賞与制度改定 審議決定事項 2019年3月

社員ステージB賞与制度改定 審議決定事項 2019年3月

2018年度業績連動賞与の⽀給率について 審議決定後報告事項 2018年7月

2019年度使用の共通ベースアップ算出式の⼀部⾒直し 審議決定後報告事項 2018年8月

2020年以降のベースアップ算出式 審議決定事項 2019年3月

育児介護以外の短時間勤務に関する対応 審議決定事項 2019年3月

評価制度の運用に関する検証 報告事項

所定労働時間および休憩時間の⾒直し 審議決定事項 2019年3月

社命による在宅勤務の導入 審議決定事項 2019年3月

エルダースタッフ エルダースタッフ制度における検討 途中経過報告事項 2019年度以降

フェロー社員 三越店舗のフェロー社員の休憩時間に関する⾒直し 審議決定事項 2019年3月

エルダーフェロー 曜日時間帯手当・販売応援手当の導入 審議決定事項 2019年3月

スペシャリティ
スタッフ 有給休暇付与日数の拡充 審議決定事項 2019年3月

全雇用形態
働く環境の整備 途中経過報告事項

2019年度労使通年協議事項について 報告事項

専
門
協
議
会

専
門
協
議
会

専
門
協
議
会
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＜１＞⼈事制度を検討する上での基本的な考え方

基本的な考え方 概要

経営戦略との整合性 経営戦略との整合性が図られているかどうか

多様性 さまざまな事情を持ったメンバーへの対応ができているか

役割成果 現⾏の制度のベースとなる役割成果の考え方に合致しているか

中⻑期的なやりがい・働きがい ⻑期間にわたってやりがい・働きがいを維持向上することができているか

公平性 さまざまな所属や組織にとって偏った仕組みになっていないか

収益向上 成果に対する配分は適正におこなわれているかどうか

＜２＞ステージC・メイト社員⼈事制度改定における基本的な考え方

•上司の関係性等による⼤きな役割変動および賃⾦変動が可能な仕組みではないこと公平・公正

•役割変動によるリスクを気にすることなく、新たな領域・所属にチャレンジすることができるような
仕組みであることチャレンジする風土

•⼀回の⼈事異動による役割変動よりも、⻑期間にわたる地道な再現性のある成果発揮を重視すること中⻑期のやりがい・働きがい

•さまざまな事情を抱えるメンバーにとって⼀回の休職等による賃⾦への影響を数年かかっても
取り戻せないような仕組みではないこと⼀定の安心感

２．社員ステージC制度改定に向けた検討

１．基本的な考え方

＜3＞制度改定への今後のスケジュール
2018年10月

10月メンバーズVOICE

2019年２月

春の交渉メンバーズVOICE

2019年4月

組織改正(運営モデルの⾒直し)

2019年度中

制度改定に関する審議決定

・2018年10月のメンバーズＶＯＩＣＥでは、制度改定の方向性の共有およびメンバーの意⾒集約をおこなってきました。
・それらの声を踏まえ、2019年2月のメンバーズVOICEでは本給制度改定の方向性や賞与制度の改定に関する審議決定を
おこなっていきます。
・新制度の具体的な内容(水準を含む)は、組織改正(お買場運営モデルの⾒直し)の運用状況を踏まえた上で2019年度中に
審議決定をおこなっていきます。

社員ステージCの⼈事制度改定の方向性をお伝えします。具体的には、本給制度改定の方向性や
賞与制度の改定についてお伝えします。

主な内容

社員ステージC・特別社員対象

検討項目 具体的事項 議案書における位置づけ

社員ステージC
⼈事制度改定に向けた検討

制度改定の方向性 審議決定事項

本給制度改定に向けた検討 途中経過報告事項

社員ステージC-ｔ採用賃⾦の⾒直し 審議決定事項

社員ステージC・特別社員賞与制度改定 審議決定事項

途中経過報告事項

ステージC・メイト社員の本給制度改定については、今年度の労使通年協議で確認をおこなってきた方向性と
新しいお買場運営モデルの運用状況を踏まえ、次年度の労使通年協議において継続協議をおこなっていきます。
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２．社員ステージC制度改定の方向性

本給

賞与

＜制度改定の方向性＞

チャレンジする風土

中⻑期のやりがい・働きがい

⼀定の安心感

公平・公正

＜制度改定の目的＞

役割反映部分と成果反映部分の明確化

役割と成果のバランスの⾒直し

業績による変動のあり方の⾒直し

＜１＞制度改定の目的と現状の課題を踏まえた基本的な検討の方向性

・本給について、役割と成果をベースとした現在の考え方は変更しないものの、そのバランスのあり方や役割と成果の本給反映部分の
あり方について、現⾏制度における課題を踏まえ⾒直しをおこなっていきます。
・具体的には、役割と成果の反映部分の明確化をおこなうとともに、役割変動がタイムリーに賃⾦に反映される仕組みとしていきます。
・賞与について、⼀定の安心感や納得性という観点を踏まえ、業績による変動のあり方について⾒直しをおこなっていきます。

＜２＞職務のあり方の⾒直し

組織の変化

戦略の変化

ステージＣにおける職務
のあり方の⾒直し

・成⻑事業の強化という方向性を踏まえると、店頭や商品といった所属以外への⼈材配置への必要性は高まっていると⾔えます。
・また、現在百貨店事業本部において、新しいお買場運営モデルの構築に向けた検討が進められている状況です。
・こうした戦略や組織の変化への対応という視点や、これまで明確になっている現⾏制度における課題感を踏まえ、ステージＣにおける
職務のあり方の⾒直しをおこなっていきます。

⼈材活用における課題

＜現⾏制度＞

・役割によって毎年変動
・毎年の評価によって変動

＜役割成果給＞ ＜ベース給＞

ステージＣ共通
固定水準

(￥198,000)

＜制度改定後イメージ＞

役割によって変動

役割と成果を反映

役
割
・評
価
に
よ
っ
て
変
動

・毎年の評価によって変動
・等級毎に上限水準

＜個⼈成果給＞ ＜役割給＞

評
価
に
よ
っ
て
昇
給

役
割
①

役
割
②

①

役
割
③

役
割
④

役割の⼤きさによって変動

役割毎の固定水準

＜資格給＞

C
２

等級

Ⅱ

C
１

等級毎の固定水準

等級によって変動

成果の積み上げを反映 役割の変動を反映

C

２
C

１

審議決定事項
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等級の設定
賃⾦上昇の機会

⼀定のステップを実感

・現⾏制度における課題や制度改定の目的を踏まえると、⻑いステージC在籍期間の中で⼀定のあゆみやステップ感を実感できる
仕組みであることは、中⻑期のやりがい・働きがいという観点からも非常に重要です。
・また、社員転換後早期に⼀定の賃⾦上昇の機会を得られるということは、やりがい・働きがいという観点からも重要と⾔えます。
・過去に社員ステージＣの期待役割の明確化や、過去からの積み残し課題への対応といった観点から、Ｃ-２・Ｃ-1の統合を
おこなってきました。しかし、制度統合後の状況の変化や現状の課題感を踏まえ、中⻑期のステップ感や⼀定の賃⾦上昇という
観点から、ステージＣの中で等級を複数設定していきます。

＜１＞目的

３．ステージＣにおける等級の設定について

＜２＞等級の定義について

資格 期待成果 担う職務

ステージＣ
Ｃ-２ ステージCとして成果発揮の再現性が高く

より高い成果発揮が期待される ＡSM、ＡＢ、
Ｌ職、セールス、
ＳＬ職、販売・⼀般Ｃ-１ ステージＣとしての通常の成果発揮を期待

・ステージＣにおける等級は、期待役割ではなく「期待成果」をベースとして定義をおこないます。
・具体的には、ステージＣとして成果発揮の再現性が高くより⼤きな成果発揮が期待される等級を「Ｃ-2」として定義します。

・期待成果とは、再現性の高さと期待される成果の⼤きさによって定義をおこないます。
・再現性の高さとは、異なる所属･担当・役割においても安定的に高い成果を発揮することが期待できることを意味しています。
・成果の⼤きさとは、より難易度の高い成果⾏動目標の達成が期待できることを意味しています。

※三越伊勢丹における成果の定義について、現⾏制度を継続していきます。(下記参照)

＜期待成果について＞

期待成果
期待される成果の⼤きさ

期待される再現性の高さ

＜参考資料＞成果の定義について

能⼒主義 結果主義

成果主義

・潜在能⼒や意欲態度を中心とした能⼒主義や、最終成果だけを重視した結果主義とは違い、成果主義は成果につながること
が予想されるアウトプット(中間成果)や業績そのものを表わす最終成果までを評価します。
・本給評価においては、特に再現性の高いアウトプットとして成果⾏動を評価指標としています。

潜在能⼒ 意欲態度 成果⾏動 中間成果 最終成果

＜３＞等級ごとの担う役割の範囲

適正な⼈財活用
等級毎に担う役割の
範囲に違いは設けない

組織の活性化

＜考え方＞ ＜検討の方向性＞

役割 役割① 役割② 役割③ 役割④

C-２

C-１

・等級の定義や過去の⼈材活用における課題を踏まえ、等級による役割の範囲に違いは設けないものとします。
・これにより等級に関わらずに適正な⼈材活用を実現するとともに、社員転換後早期に⼤きな役割を担うことが可能な仕組みと
することによって、組織の活性化につなげていきます。

＜等級ごとの担う役割の範囲＞

途中経過報告事項
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役割① 役割② 役割③ 役割④

A職

L職

ＳＬ職

シニアスタイリスト

販売・⼀般

セールス

パターン①(ＰＶ型)

役割① 役割② 役割③ 役割④

A職

L職

ＳＬ職

シニアスタイリスト

販売・⼀般

セールス

パターン②(職務給型)

役割① 役割② 役割③ 役割④

A職

L職

ＳＬ職

シニアスタイリスト

販売・⼀般

セールス

パターン③(ＰＶ型と職務給型のミックス)

役割④
役割③

役割① 役割②

・役割の⼤きさに応じて、役割給を複数設定していきます。(具体的な水準や数は今後検討をおこなっていきます)
・役割毎の水準設定に関しては、役割毎のメリハリおよび、中⻑期のやりがい・働きがいという観点から水準設定をおこなっていきます。
・役割給の具体的な検討にあたっては、下記の通りさまざまなパターン(PV型・職務給型・ミックス型)について、2019年4月以降にスタート
する新しいお買場運営モデルの状況を踏まえながら検証をおこなっていきます。

役割の⼤きさに応じて変動(役割給の水準や数は今後検討をおこなっていきます)

４．役割給の設定について

＜１＞役割給の検討の方向性

途中経過報告事項
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共通型 重複型 接合型

イメージ

概要 C２・C1共通のテーブル 等級ごとのテーブル
等級間の重なりあり

等級ごとのテーブル
等級間の重なりなし

＜２＞役割の⼤きさについて

・役割の⼤きさについて、現⾏の⼈事制度上は上記のような定義をおこなっています。
・制度改定後も、役割の⼤きさをはかるこれらの考え方について基本的には継続していくものとします。

現⾏制度

役割の定義

責任・影響の⼤きさ(50％) ●組織サイズ ●責任範囲 ●⼈事管理

戦略上の位置づけ(10％) ●企業の意思●競争優位の可能性
●市場・事業の魅⼒度

必要な能⼒要件(40％) ●コミュニケーション●問題解決●知識・経験

＜３＞役割変動時の賃⾦変動について

・現⾏制度では、役割の変動があった場合、年１回、⼀定⾦額ずつの賃⾦反映をおこなっています。
・これまでの賃⾦反映の方法は、他の雇用形態や資格と⽐較すると、納得性ややりがい・働きがいという⾯で課題があると
⾔えます。
・今後は、納得性ややりがい・働きがいの向上に向けて、賃⾦反映のタイミングや⾦額に関して⾒直しに向けた検討を
おこなっていきます。

＜現⾏制度＞ ＜制度改定の方向性＞

概要

役割変動 随時(⼈事異動のタイミング)

賃⾦反映の
タイミング 年1回(6月16日付)

賃⾦反映の
⾦額 ⼀定⾦額(20,000円)ずつ

概要

役割変動 随時(⼈事異動のタイミング)

賃⾦反映の
タイミング 随時(翌月の賃⾦から反映)

賃⾦反映の
⾦額 全額

５．個人成果給の設定について

・個⼈成果給の設定にあたっては、共通型・重複型・接合型、等の複数のパターンについて、それぞれの特性と制度改定の
目的を踏まえ、検討をおこなっています。
・具体的な水準設定にあたっては、資格給と役割給の合計で、現在の本給水準と⼤きな変更はおこなわない方向で検討を
おこなっていきます。

途中経過報告事項

昇
給
幅
※

⼤

小

昇
給
幅
※

⼤

小

※同じ評価の場合に昇給する⾦額の⼤きさについてのイメージ

昇
給
幅
※

⼤

小

昇
給
幅
※

⼤

小

昇
給
幅
※

⼤

小
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６．社員ステージC-t採用賃金の見直し

＜１＞採用賃⾦の⾒直し

・同業他社の動向や労働市場の変化を踏まえ、採用競争⼒および会社としての魅⼒度向上に向けて、下記の通り採用賃⾦の水準の
引き上げ(10,000円)をおこなっていきます。

※具体的な水準の設定にあたっては、採用賃⾦引き上げ分(10,000円)に加えて、賃⾦要求におけるベースアップ分(1,000円)の反映
をおこなっています。

採用競争⼒

環境変化
採用賃⾦の引き上げ

＜２＞採用賃⾦の⾒直しに伴う既存者への対応

ランク ⾦額
１ 244,000
２ 239,000
3 234,000
4 229,000
5 224,000
6 219,000

＜2019年度採用賃⾦＞

社員ステージＣ-ｔ 221,000円

＜現⾏制度＞ ＜制度改定後＞
ランク ⾦額
１ 255,000
２ 250,000
3 245,000
4 240,000
5 235,000
6 230,000

７．社員ステージＣ賞与制度の改定

＜１＞基本的な考え方

生活者の観点

⼀定の安心感 業績連動の仕組みの⾒直し

・賞与制度の⾒直しにあたっては、納得性という観点から、現⾏の⽀給表水準の維持を前提としていきます。
・⼀定の安心感という観点から、業績連動の仕組みの⾒直しをおこなっていきます。
・生活者の観点を踏まえ、12月⽀給賞与と6月⽀給賞与のバランスの⾒直しをおこなうとともに、やりがい・働きがいという観点から⽀給表の
⾒直し(定額から⽀給表ヵ月)をおこなっていきます。

12月と6月のバランスの⾒直し

従業員にとっての納得性 現⾏の⽀給表水準を維持

＜基本的な考え方＞ ＜制度改定の方向性＞

やりがい・働きがい ⽀給表の⾒直し

・採用賃⾦の引上げにあたっては、既存者とのバランスを踏まえ、C-t社員の本給表の改定をおこなっていきます。
※具体的な水準の設定にあたっては、採用賃⾦引き上げ分(10,000円)に加えて、賃⾦要求におけるベースアップ分(1,000円)の反映
をおこなっています。

審議決定事項

審議決定事項
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＜４＞特別社員に関する対応

ランク ⽀給ヵ月
１ 2.37
２ 2.29
３ 2.20
４ 2.11
５ 2.02

（単位：ヵ月）

■特別社員「基本賞与支給表」 ■特別社員「業績連動賞与支給表」

特別社員（本給水準別）

〜251,000円 〜301,000円 301,000円超

⽀給額 200,000 230,000 280,000

（単位：円）

ランク ⽀給ヵ月

1 2.97 

2 2.89 

3 2.80 

4 2.71 

5 2.62 

特別社員賞与⽀給表(12月・6月)

・特別社員に関しても、上記の通り社員ステージC同様の考え方を踏まえ、賞与⽀給表の⾒直しをおこなっていきます。

＜現⾏制度＞

48

フ
ェ
ロ
ー
社
員

ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
ス
タ
ッ
フ

エ
ル
ダ
ー

ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
ス
タ
ッ
フ

メ
イ
ト
社
員

エ
ル
ダ
ー
ス
タ
ッ
フ

エ
ル
ダ
ー
フ
ェ
ロ
ー

社
員

特
別
社
員



３．メイト社員制度改定に向けた検討

メイト社員の⼈事制度改定の方向性をお伝えします。具体的には、本給制度や賞与制度の改定について
お伝えします。

主な内容

メイト社員対象

検討項目 具体的事項 議案書における位置づけ

メイト社員
⼈事制度改定に向けた検討

制度改定の方向性 審議決定事項

本給制度改定 途中経過報告事項

賞与制度改定 審議決定事項

途中経過報告事項

＜１＞環境変化と現状の課題を踏まえた今後の対応の方向性

制度拡充
および

雇用形態間の違いの明確化

無期雇用化

労働市場の変化

意識の多様化

選択肢の拡⼤

退職者の増加

採用競争⼒

雇用形態間のバランス

＜環境変化＞ ＜課題＞ ＜対応の方向性＞

・労働市場の変化や意識の多様化といった環境変化を踏まえると、採用競争⼒の強化や退職抑制に向けた取り組みが必要になって
きていると⾔えます。
・ここ数年間の制度改定によって、制度拡充をおこなってきているものの、無期雇用化や法改正を踏まえると、特に同⼀労働同⼀賃⾦という
観点から、雇用形態間のバランスについては再度検討する必要があると⾔えます。
・⼤卒入社者の割合の高まり、要員数の増加やライフステージの多様化に伴い、キャリアに対する意識の幅も広くなってきており、
マネジメントライン(L職等)以外での活躍(店頭・顧客接点)を志向するメイト社員も増加している状況です。

１．基本的な考え方

・納得性の向上と、雇用形態間の違いの明確化に向けて、メイト社員におけるエリア限定のあり方の⾒直しに関する検討をおこないます。
・具体的には、メイト社員ｂの区分の解消や、メイト社員の定義の⾒直し(メイト社員をエリア限定のある雇用形態とする等)に向けた検討
をおこなっていきます。
・区分の解消や定義の⾒直しに関する検討については、社員転換試験の受験資格や処遇水準への影響等も踏まえ、次年度の通年協議
の中で引き続き検討をおこなっていくものとします。

＜２＞雇用形態間の違いの明確化に向けた取り組み

エリア限定

メイト社員a あり

メイト社員b なし

社員ステージＣ なし

＜現⾏制度＞

エリア限定

メイト社員 あり

社員ステージＣ なし

＜制度改定の方向性＞

①エリア限定のあり方の⾒直し

ステージC・メイト社員の本給制度改定については、今年度の労使通年協議で確認をおこなってきた方向性と
新しいお買い場運営モデルの運用状況を踏まえ、次年度の労使通年協議において継続協議をおこなっていきます。
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ベースアップ等の反映

資格給

・ベースアップの反映といった観点を踏まえ、資格給の設定をおこないます。
・具体的な水準設定にあたっては、個⼈成果給や役割給とのバランンスを踏まえ、資格給の水準の設定をおこないます。

＜２＞資格給の設定

＜３＞役割給の設定

役割④役割③

・役割の⼤きさに応じて、役割給を複数設定していきます。
・役割毎の水準や数については、役割毎のメリハリおよび、中⻑期のやりがい・働きがいという観点から検討をおこなっていきます。

役割の⼤きさに応じて変動

役割②

現⾏制度(イメージ) パターン① パターン②

基本給 個⼈成果給+資格給 個⼈成果給+資格給

本給表
イメージ

＜４＞個⼈成果給の設定

・成果の積み上げを反映する仕組みとして、個⼈成果給を設定していきます。
・具体的な個⼈成果給の設定にあたっては、中⻑期のやりがいという観点から、評価に対する昇給のあり方や、上限水準のあり方
について検討をおこなっていきます。

途中経過報告事項

昇
給
幅
※

⼤

小

昇
給
幅
※

⼤

小

昇
給
幅
※

⼤

小

※同じ評価の場合に昇給する⾦額の⼤きさについてのイメージ
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３．メイト社員賞与支給表の見直し

職務別評価別⽀給表

S A B C D

販売・⼀般 2.20 1.30 1.20 1.10 1.00

SL職 2.30 1.40 1.30 1.20 1.10

L職・セールス職 2.60 1.65 1.50 1.35 1.20

メイトｂ 選択者

賞与加算 0.2ヵ月

Ｌ職 SL職 販売・⼀般

150,000円 110,000円 70,000円

(業績連動賞与 ⽀給表⾦額)

＜現⾏制度＞

職務別評価別⽀給表

S A B C D

販売・⼀般 2.50 1.60 1.50 1.40 1.30 

SL職 2.70 1.80 1.70 1.60 1.50 

L職・セールス職 3.00 2.10 1.90 1.80 1.70 

審議決定事項

＜１＞基本的な考え方

生活者の観点

⼀定の安心感 業績連動の仕組みの⾒直し

・雇用形態間の納得性の向上という観点から、メイト社員の⽀給水準の拡充をおこなっていきます。
・⼀定の安心感という観点から、業績連動の仕組みの⾒直しをおこなうとともに、評価別⽀給表への移⾏をおこなっていきます。
・生活者の観点を踏まえ、12月⽀給賞与と6月⽀給賞与のバランスの⾒直しをおこなっていきます。

12月と6月のバランスの⾒直し

雇用形態間のバランス ⽀給水準の拡充

＜基本的な考え方＞ ＜制度改定の方向性＞

＜２＞職務別評価別⽀給表の⾒直し

・メイト社員の職務別評価別⽀給表の⾒直しをおこなっていきます。
・具体的には、水準の拡充(年間0.2ヵ月)および業績連動賞与の解消分の職務別評価別⽀給表への移⾏をおこなっていきます。
(具体的な水準設定にあたっては、現⾏の業績連動賞与および平均本給を算出根拠としています)

メイトｂ 選択者

賞与加算 0.2ヵ月

職務別・評価別⽀給表(12月・6月、単位：ヵ月)

職務別・評価別⽀給表(12月・6月、単位：ヵ月)
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４．メイト社員退職給付水準の拡充

拠出額

毎月 5,000

年間 60,000

＜現⾏制度＞ ＜制度改定の方向性＞

拠出額

毎月 10,000

年間 120,000

５．その他の検討

・メイト社員の初年度無期雇用化や同⼀労働同⼀賃⾦という観点を踏まえると、現在のメイト社員の退職給付水準は⼗分とは⾔え
ないことから、水準拡充に向けた検討をおこなっていきます。
・具体的な水準拡充にあたっては、その原資への影響等も踏まえ、検討をおこなっていきます。

・所属を超えた公平性(所属によって職務任命のハードルの高さにはバラつきがある等)や、キャリアにおける選択肢の拡⼤(機会の拡⼤)という
観点から、社員転換試験の受験要件の⾒直しに向けた検討をおこなっていきます。
・具体的には、社員転換試験の受験資格要件のうち、職務任命については今後要件としない方向で検討をおこなうとともに、転換後の育成
や異動配置のあり方についても確認をおこなっていきます。
・受験要件の⾒直しについては、2019年度の労使通年協議において継続して検討をおこなっていくものとします。

＜１＞社員転換試験の受験要件の⾒直し

<基本的な考え方＞ ＜制度改定の方向性＞

公平性

選択肢の拡⼤

社員転換試験
受験要件の⾒直し

＜２＞顧客接点における高い成果を処遇する仕組みの検討

<基本的な考え方＞ ＜制度改定の方向性＞

意識の多様化

中⻑期のやりがい・働きがい

顧客接点における高い成果を処遇
する仕組みの検討

・メイト社員における意識の多様化(店頭・販売における活躍orマネジメントラインにおける活躍)を踏まえ、中⻑期のやりがい・働きがい
の向上に向けて、キャリアにおける選択肢の拡⼤への検討をおこないます。
・具体的には、店頭販売をはじめとした顧客接点における活躍を処遇等に反映できる仕組みの検討をおこなっていきます。

水準については
継続検討

途中経過報告事項
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４．社員ステージB 賞与制度改定

業績連動賞与の解消を踏まえた、社員ステージBの賞与制度改定についてお伝えします。

主な内容

社員ステージB対象

検討項目 具体的事項 議案書における位置づけ

社員ステージB⼈事賃⾦制度 賞与制度の改定 審議決定事項

審議決定事項

＜１＞制度改定の方向性

生活者の観点

⼀定の安心感 業績連動の仕組みの⾒直し

・賞与制度の⾒直しにあたっては、納得性という観点から、現⾏の⽀給表水準の維持を前提としていきます。
・⼀定の安心感という観点から、業績連動の仕組みの⾒直しをおこなっていきます。
・生活者の観点を踏まえ、12月⽀給賞与と6月⽀給賞与のバランスの⾒直しに向けた検討をおこなっていきます。

12月と6月のバランスの⾒直し

従業員にとっての納得性 現⾏の⽀給表水準を維持

＜基本的な考え方＞ ＜制度改定の方向性＞

⽀給ヵ月

Ｂ-２・Ｂ-１共通

2.0

＜12月＞

（単位：ヵ月）

＜６月＞
＜２＞制度改定の内容

Ｂ-1
評価 役割① 役割② 役割③ 役割④ 役割⑤・新任 役割給なし

5 5.9 5.6 5.3 5.1 4.8 4.5 
4 5.4 5.1 4.8 4.6 4.3 4.0 
3 5.1 4.8 4.5 4.3 4.0 3.7 
2 4.8 4.5 4.2 4.0 3.7 3.4 
1 4.3 4.0 3.7 3.5 3.2 2.9 

Ｂ-２
評価 役割① 役割② 役割③ 役割④ 役割⑤・新任 役割給なし

5 6.1 5.8 5.5 5.3 5.0 4.7 
4 5.6 5.3 5.0 4.8 4.5 4.2 
3 5.3 5.0 4.7 4.5 4.2 3.9 
2 5.0 4.7 4.4 4.2 3.9 3.6 
1 4.5 4.2 3.9 3.7 3.4 3.1 

・ステージB賞与制度の⾒直しをおこないます。具体的には、業績連動賞与の解消をおこなうとともに、やりがい・働きがいの向上に向けて
解消分の役割別評価別⽀給表への移⾏をおこなっていきます。

・12月⽀給賞与と6月⽀給賞与のバランスについては、次年度の協議の中で継続的に検討していきます。

⽀給ヵ月

Ｂ-２・Ｂ-１共通

2.0

＜12月＞

Ｂ-1
評価 役割① 役割② 役割③ 役割④ 役割⑤・新任 役割給なし

5 3.9 3.6 3.3 3.1 2.8 2.5 
4 3.4 3.1 2.8 2.6 2.3 2.0 
3 3.1 2.8 2.5 2.3 2.0 1.7 
2 2.8 2.5 2.2 2.0 1.7 1.4 
1 2.3 2.0 1.7 1,5 1.2 0.9 

Ｂ-２
評価 役割① 役割② 役割③ 役割④ 役割⑤・新任 役割給なし

5 4.1 3.8 3.5 3.3 3.0 2.7 
4 3.6 3.3 3.0 2.8 2.5 2.2 
3 3.3 3.0 2.7 2.5 2.2 1.9 
2 3.0 2,7 2.4 2,2 1.9 1.6 
1 2,5 2.2 1.9 1.7 1.4 1.1 

（単位：ヵ月）

＜６月＞業績連動賞与

2.0

＜現⾏制度＞
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５．所定労働時間および休憩時間の見直しに伴う対応

所定労働時間および休憩時間の⾒直しに伴う対応についてお伝えします。

主な内容

フェロー社員・スペシャリティスタッフ対象

検討項目 具体的事項 議案書における位置づけ

所定労働時間⾒直しに伴う対応
フェロー社員の休憩時間 審議決定事項

スペシャリティスタッフの有給休暇 審議決定事項

審議決定事項

１．三越店舗のフェロー社員の休憩時間に関する見直し

＜２＞制度改定の概要

1日あたり
実働時間 三越店舗

6時間1分以上 90分

4時間1分
~6時間

60分
または30分

4時間以下 0分

＜現⾏制度＞ ＜制度改定後＞

1日あたり
実働時間 三越店舗

6時間1分以上 70分

4時間1分
~6時間

60分
または30分

4時間以下 0分

＜１＞取り組みの位置づけ

雇用形態間のバランス

過去の経緯を踏まえた対応

6時間1分以上のフェロー社員
の休憩時間の⾒直し

・社員・メイト社員の所定労働時間の短縮と休憩時間の短縮に関する検討がおこなわれていることを踏まえ、特に社員・メイト社員と
休憩時間が同⼀であるフェロー社員については、雇用形態間のバランスという観点から検討をおこなう必要があります。
・特に三越店舗のフェロー社員(6時間1分以上)については、過去の経緯(休憩時間の拡⼤)を踏まえると、休憩時間⾒直しの必要性は
高いと⾔えます。
・また、休憩における移動時間の考え方の変更についても、社員・メイト社員と同様の対応としていきます。(詳細はP63参照)

２．スペシャリティスタッフの有給休暇付与日数の拡充

有給休暇付与日数
勤続年数

1年以下 1年〜2年 2年〜3年 3年〜4年 4年〜5年 ５年〜

週
契
約

時
間

週37時間5分以上勤務 12日 13日 15日 17日 19日 22日

週5日または週30時間以上契約 11日 12日 14日 16日 18日 20日

＜制度改定後＞

勤続年数

1年以下 1年〜2年 2年〜3年 3年〜4年 4年〜5年 ５年〜

週
契
約

時
間

週39時間35分以上勤務 12日 13日 15日 17日 19日 22日

週5日または週30時間以上契約 11日 12日 14日 16日 18日 20日

＜現⾏制度＞

・スペシャリティスタッフは週契約時間の⻑さに応じて、有給休暇の付与日数の設定をおこなっています。特に、社員・メイト社員と同様の
労働時間で契約しているメンバーに関しては有給休暇の付与日数も同様の日数としています。
・そのため、雇用形態間のバランスという観点から、社員・メイト社員の所定労働時間の短縮を踏まえ、短縮後の社員・メイト社員と同様
の労働時間で契約しているスペシャリティスタッフについては、有給休暇の付与日数も同様としていきます。
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６．グループの方向性を踏まえた対応

○ グループ共通の方向性を踏まえた対応についてお伝えします。

この章のポイント

具体的事項 議案書における位置づけ

グループの方向性を踏まえた対応
2020年以降のベースアップ算出式 審議決定事項

育児介護以外の短時間勤務の対応 審議決定事項

全員対象 審議決定事項

１．2020年以降のベースアップ算出式について
＜１＞基本的な考え方

現⾏のグループ共通ベースアップ算出式の適用期間は、2018年度・2019年度の2年間となっており、2020年度以降の
ベースアップへの対応について、これまでの算出式導入による効果や課題等を踏まえ、改めて労使で検討してきました。
共通ベースアップ算出式は、「労使通年協議の効率化・充実化」や「メンバーに対するわかりやすさ・納得性の向上」や「⼀体感
の醸成」に繋げることや、グループ共通の算出式とすることにより、全体の底上げの可能性を高めることを目的としており、2020
年度以降もグループ共通ベースアップ算出式での対応としつつ、現⾏の算出式における課題を踏まえた⾒直しを⾏うこととします。

＜３＞制度改定の概要

物価上昇率 係数 基礎額×係数 ベースアップ額
0%以下 0 0円 0円
0.1% 0.001 292円 500円
0.2% 0.002 584円 500円
0.3% 0.003 876円 1,000円
0.4% 0.004 1,168円 1,000円

0.5%以上 ― ― 1,000円

【2020年度・2021年度・2022年度使用 グループ共通ベースアップ算出式】
基準となるベースアップ額 = 基礎額 × 物価上昇率に応じた係数
※基礎額はグループの月給制社員の平均本給額とし、292,000円とする。

＜２＞現⾏算出式の課題

・持越し額があることにより、直近の物価の状況をタイムリーに反映しにくい。
・持ち越し額を含めると最⼤2,000円となることから、全⽀部⼀律での対応が難しくなっている。

・物価上昇率は、総務省統計局発表の消費者物価指数（全国・総合）の前年同月⽐を使用します。
・物価上昇率に応じた係数は、上記表に対して係数を特定します。
・算出式で使用する物価上昇率は10月までの確定値を元に下記の式にて算出する。
(「1〜10月までの物価上昇率合計」+「⾒なし物価上昇率(11月、12月分)×2ヶ月」)÷12
※「⾒なし物価上昇率」は、8月・9月・10月の消費者物価指数の平均値を使用する
・暦年平均の物価上昇率および⾒なし物価上昇率は、少数第2位を四捨五入し、第1位までとする。
・上記算出式は、基礎額を含め2020年度・2021年度・2022年度の3年間使用するものとする。
・ベースアップの単位は500円とし、上限を1,000円とする。
・単年清算とし、持ち越し額を発生させない方式とする。
・1,000円を超える上乗せについては、各⽀部がベースアップ構成要素に基づいて要求を判断する。
※ベースアップ構成要素…物価上昇分、生産性向上分、採用賃⾦上昇対応分、賃⾦格差調整分
・なお、予測を超えた環境変化が生じた場合は、別途労使協議を⾏うこととする。

※予測を超えた環境変化について
・消費増税等、国の政策により物価が上昇した場合
・想定外の⼤幅な物価上昇が生じた場合
・災害等によりグループの存続に関わる環境変化が生じた場合 等

＜４＞現⾏算出式における持越し額の取扱いについて

2019年度春の交渉における、ベースアップ算出式に基づく要求額は1,000円、持ち越し額は、650円となりますが、2020年
度以降のベースアップ算出式は上記の通り単年清算で持ち越し額を発生させない方式となる為、2019年度春の交渉における
650円は持ち越さないこととします。
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２．育児介護以外の短時間勤務における対応

＜１＞基本的な考え方

多様な働き方の拡⼤に向け、疾病やその他の事由による短時間勤務のあり方について検討を進めてきました。今年度におい
ては、仕事と疾病の治療との両⽴の観点から、要保護勤務者の勤務形態の体系化を⾏います。
具体的には、要保護勤務Cに関して、現⾏の「私用の遅刻・早退」扱いとする勤務時間の短縮ではなく、育児・介護勤務同様
の短時間勤務の仕組みとしていきます。

＜２＞改定内容

要保護勤務Cの取扱いの変更

現状
業務 勤務 主な変更点

過激な業務を禁止

軽易な業務を考慮
勤務時間を短縮

・短縮勤務部分は私用の遅刻・早退扱い

※その為出勤率に影響が生じる

改定後

業務 勤務 主な変更点

過激な業務を禁止

軽易な業務を考慮
勤務時間を短縮

・育児・介護勤務同様時間案分する仕組み

・勤務パターンは各支部労使で議論の上、育児・介護勤務パターンから設定する

※但し、一日の勤務時間は現状の要保護勤務Cの範囲内とする
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７．2018年度業績連動賞与における支給率について

○2018年度 業績連動賞与（2019年６月支給）について、現⾏制度における課題感や
今後の制度改定の⽅向性を踏まえ、業績結果に関わらずその支給率を「1.00」と
していきます。

社員・メイト社員対象 審議決定後報告事項

１．2018年度業績連動賞与(2019年6月支給)の支給率について

ポイント

＜⾒直し前＞

・社員ステージＢの制度改定において、⼀部対応をおこなっているものの、三越伊勢丹における業績連動賞与の仕組みは業績
による変動幅が⼤きく、生活者への影響という観点からは課題があると⾔えます。
・こうした課題感を踏まえ、今後の制度改定においては変動幅の縮小に向けた検討をおこなうべきと捉えています。
・本来であれば、業績連動賞与の⽀給率算出式については、2018年春の交渉において既に労使合意した内容であり、変更を
おこなうことは基本的にはありません。しかし、現在の課題感や今後の制度改定の方向性が明確であること、メンバーにとっての
納得性を踏まえた対応であることを踏まえ、2018年度の業績連動賞与の⽀給率を「1.00」としていきます。

⽀給率(ステージＣ・メイト社員) 1＋(営業利益実績－目指すべき目標)×0.00452

⽀給率(ステージＢ) 1＋(営業利益実績－目指すべき目標)×0.00833

＜⾒直し後＞

⽀給率 1.00(業績結果に関わらず固定)

・業績連動賞与の⽀給率については、現⾏制度においては上記の通り、目指すべき目標に対する業績の達成度合いによって
変動する仕組みとなっています。
・しかし、現⾏制度における課題感や今後の制度改定の方向性を踏まえ、2018年度業績連動賞与(2019年6月⽀給)の
⽀給率については、業績結果に関わらず⽀給率「1.00」としていきます。

２．基本的な考え方

現⾏制度における課題感

業績による変動の
仕組みの⾒直し今後の制度改定の方向性

メンバーにとっての納得性

2018年度の業績連動賞与の
⽀給率を「1.00」とする

３．今後の対応について

・2019年度以降は、年間の賞与⽀給水準は現⾏の⽀給表どおりの水準(⽀給率1.00の水準)を基本としていきます。
・現在の業績連動賞与の仕組みについては、基本的に今年度限りとし、基本賞与も含む賞与制度全体の仕組みの⾒直しに
向けた検討をおこなっていきます。
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８．2019年度使用の共通ベースアップ算出式の一部見直し

○現⾏のグループ共通ベースアップ算出式は、2019年度春の交渉まで使用すること
となっています。しかし、ベースアップ実施の有無や⾦額が確定するタイミングに
課題があることから、今回⾒直しをおこないます。

社員・メイト社員対象 審議決定後報告事項

１．現行制度の課題

ポイント

総務省による暦年平均の消費者物価指数(物価上昇率)は毎年1月下旬に発表されています。現状、このタイミングまで、算出式
に基づく「ベア要求の有無」、「ベアをおこなう場合の⾦額」が確定しないことは労使ともに課題と捉えています。したがって、2019年度
の春の交渉で使用する算出式は、より早い時点で確定できるよう仕組みの⼀部⾒直しをおこないます。

(会社)次年度⼈件費予算編成

(組合)春の交渉全体スケジュール

暦年の消費者物価指数が
画定するタイミング

(労使)他の制度改定等への影響

２．制度改定の概要
＜⾒直し前＞

物価上昇率 2018年1月〜12月までの消費者物価指数(前年⽐)の平均値

＜⾒直し後＞

物価上昇率 (2018年１月〜10月までの消費者物価指数の合計値+⾒なし値×２)÷12

※⾒なし値は、総務省が発表した8月・9月・10月の消費者物価指数の平均値とする
※⾒なし値および暦年平均の物価上昇率は小数第2位を四捨五入し、第1位までの数値とする
※月の消費者物価指数は「総合」「前年⽐」を使用する

・上記課題を踏まえ、総務省が2018年10月の消費者物価指数を発表した時点(11月22日を予定)でベースアップ算出式の
結果が確定できるよう、2018年暦年平均の物価上昇率の算出方法を⾒直します。
・2018年11月と12月の消費者物価指数は、各々「⾒なし値」を使用し1月〜10月までの実態と⾒なし値を使用して年平均の
物価上昇率の算出をおこないます。
・⾒なし値は、「出来るだけ実態に近くなること(トレンド重視)」等を考慮し、8月〜10月の発表値の3カ月平均値とする。

対象雇用形態：社員、メイト社員
基準となるベースアップ額（Ａ） ＝ 基礎額31万円（Ｂ） × 物価上昇率に応じた係数（Ｃ）

Ａ：基準となるベースアップ額が1,000円以上の場合は、1,000円単位でベースアップを⾏います。ただし、1,000円未満の場合や
マイナスの場合は次年度に持越します。なお、2018年度からの持越し額は2019年度へと引き継ぎます。

Ｂ：三越伊勢丹グループの各事業会社の社員・月給制契約社員の平均本給を踏まえ、基礎額を31万円とします。
Ｃ：物価上昇率は、総務省統計局発表の消費者物価指数（全国・暦年・総合）の前年⽐を使用します。物価上昇率に応じた

係数は、上記表によって決定します。
※予測を超えた環境変化などが生じた場合は別途労使協議を⾏います。

＜参考：2018年度・2019年度使用 グループ共通ベースアップ算出式＞

物価上昇率

（暦年前年比）
～▲0.5％ ▲0.4％ ▲0.3％ ▲0.2％ ▲0.1％ 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5％～

物価上昇率に

応じた係数
▲0.005 ▲0.004 ▲0.003 ▲0.002 ▲0.001 0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
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９．評価制度の運用に関する検証

○今年度実施をした、意識調査の結果をふまえ対応の検討を進めて参りました。
○今年度の取り組み内容についてお伝えします。

この章のポイント

1.現状の課題と今年度の検討事項

<１>現状の課題

社員・メイト社員対象 報告事項

視点 現状の課題（2018年6⽉実施意識調査結果より）

【意識】 ・評価者によっての評価制度に関する意識が低く、評価の納得度に差がつく可能性がある。
・被評価者自身が目標案を考えている割合が低い状況がある。

【知識】 ・評価者・被評価者の知識（⼈事制度・目標管理制度）にばらつきがあり、
運用が間違っている状況がある。

【制度】 ・評価制度における年間のフローが、タイトであり中間⾯談の実施がしにくい状況がある。
・目標管理シートの記⼊⽅法が正しく理解されていない事がある。

【環境】 ・⾯談を階段の踊り場や従業員休憩所で実施しているケースがあり、安心して話しが出来る
環境がないため、話したい事が話せない。

・これまでも評価制度の正しい運⽤については議案書などでお伝えしてきましたが、2018年6⽉実施の意識調査結果からも
以下のような声が寄せられました。

<２>今年度の取り組み

あるべき環境 ・⾯談をおこなう際に他の⼈の出⼊りがなく、安心して話しができる環境である。
・評価シートの記⼊・評価の結果の記⼊を個別に記⼊できるPC環境がある。

取り組み事項 ・労働組合と各所属で実施をする職場懇話会で状況や課題を共有し、⾯談用に個室・会議室の
確保などを依頼。一部店舗では実施済み。今後も引き続き取り組みを進める。

【環境の整備】

あるべき姿 ・評価者・被評価者が『⼈事制度』『目標管理制度』『⾯談の⽅法』について学ぶ場があり、
単年ではなく定期的に開催され、全ての評価者・被評価者が目標管理制度を理解し実施している。

取り組み事項
・評価者を対象とした教育の適宜実施、制度知識に加えその背景にある⼈事制度の考え⽅など
より具体的な内容を盛り込むよう会社側に依頼。今後実施予定。継続してeラーニングなどの
デジタルツールを活用した知識向上策に関しても検討します。

【意識・知識の向上】

・評価制度に関しては、来年度以降も継続協議を⾏う『ステージC・メイト社員の⼈事賃⾦制度改定』や
『新しいお買場運営モデル』の状況も確認しながら、中期的な検討をおこなっていきます。

・メンバーからの声を基に今年度はまず【環境の整備】に取り組み、その上で【意識・知識の向上】の検討を進めてきました。
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10. 60歳以降の制度のあり方

報告事項

○取り巻く環境の変化を踏まえ、安⼼感、やりがい・働きがい、企業としての魅⼒度と
いった観点から60歳以降の制度のあり⽅について検討の報告を⾏います。

この章のポイント

検討項目 具体的事項 議案書における位置づけ

60歳以降制度のあり⽅
エルダースタッフ制度における検討 報告事項

エルダーフェロー制度における検討 審議決定事項

１．エルダースタッフ制度における検討

<ストック有給休暇制度導⼊の検討>

＜検討の視点＞

エルダースタッフ・エルダーフェロー対象

＜エルダースタッフ制度における具体的対応の⽅向性＞

安心感

本人選択の幅 年齢上限引き上げの検討

・今年度検討を進めてきたエルダースタッフにおけるストック有休制度導⼊については、その前提となるエルダースタッフの
無期雇⽤化、年齢上限の引き上げなど60歳以降の働き⽅について⼤きく議論をする必要があることから、次年度以降継続して
協議をしていくこととなりました。

・今後も以下の検討の視点を持ちながら60歳以降の働き⽅の⽅向性について中⻑期的に検討を進めて参ります。

・来年度よりエルダーフェローにおける課題の中でも特に本⼈のモチベーション・マネジメント・所属⼈員体制に対し、
より優先順位の高い「手当」の導⼊をおこないます。

無期雇用化の検討

２．エルダーフェロー制度における検討

<１>現状の課題

・フェロー社員とエルダーフェローは働き⽅に大きな違いがないにも関わらず、「手当がない」（曜日時間帯別手当・販売応援手当）ことや
「評価・昇給がない」ことによって本人のモチベーションや所属の人員体制などに影響がでています。

<２>具体的新設事項と今後の⽅向性

手当 ・曜日時間帯別手当（初商日含む）
・販売応援手当（事務での契約者のみ）

導⼊時期 2019年4月11日〜

水準 ・曜日時間帯別手当は対象事業所毎に会社が設定した水準※
・販売応援手当は1日4時間以上300円/1日

ストック有休制度導⼊など
エルダースタッフ制度の

拡充

本人

マネジメント 評価・昇給

手当

＜視点＞ ＜打ち手＞

・評価・昇給、その他の制度拡充についてはフェロー社員とエルダーフェローの違いや60歳以降の⽅向性などを勘案しながら
引き続き検討を進めていきます。

審議決定事項

※具体的な水準はその位置づけ(採⽤競争⼒)を踏まえ、会社が設定するものとします
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2019年度の協議においては、役割成果主義の推進に向けて制度全般における整備に加えて、その下⽀えとなる
運⽤⾯や働く環境の視点も踏まえて協議をおこなっていきます。また、社員ステージＣ・メイト社員の制度改定に
ついては、2018年度の労使通年協議において確認してきた⽅向性を踏まえ、協議を進めていきます。

主な検討項目 検討の方向性

社員ステージＣ・メイト社員
⼈事制度改定

・2018年度労使通年協議において決定した方向性を踏まえ、社員ステージＣ・メイト社員の
制度改定について具体的な検討をおこなっていきます。

・制度改定にあたっては、お買い場運営モデルの⾒直しを踏まえた検討をおこなっていきます。
・賞与制度について、適正な評価反映のあり方等について検討をおこなっていきます。
・メイト社員制度について、同⼀労働同⼀賃⾦を踏まえた対応、販売や店頭における⻑期的
な活躍、社員転換の受験資格要件等について、検討をおこなっていきます。

社員・メイト社員の
退職給付における検討

・ステージCにおける出⾝会社別制度統合に向けた検討をおこないます。
・グループで方向性が確認された、確定拠出年⾦におけるマッチング拠出の導⼊
についても検討をおこないます。

エルダースタッフ制度 ・ストック有給休暇をはじめとした、無期雇用化に関わる検討をおこなっていきます。

フェロー社員制度 ・やりがい・働きがいの向上に向けた制度拡充に関する検討をおこなっていきます。

エルダーフェロー制度 ・フェロー社員とのバランスや上限年齢の引き上げに向けた検討をおこなっていきます。

新しい働き方の検討
・厚⽣労働省のガイドラインやグループ⼈事労使専門協議会における議論を踏まえ、
兼業や副業への対応について研究・検討を進めていきます。

・半日有給休暇の導⼊に向けた検討を進めていきます。

働く環境の整備 ・これまでの取り組みによる成果と課題を踏まえ、継続的に取り組みをおこなっていきます。
特に、業務改善については、具体的な取り組みを進めていきます。

ⅩⅠ．2019年度労使通年協議事項について

報告事項

○ 2019年度労使通年協議項目についてお伝えします

この章のポイント

検討項目 具体的事項 議案書における位置づけ

2019年度労使通年協議項目 主な検討項目 報告事項

全員対象

2019年度労使通年協議の取り組み
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ⅩⅡ. 労働協約の改訂および新設
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１．社員労働協約の改訂および新設

章・節・表題 条・表題 変更点

第６章 労働条件
第１節 就業時間

就業時間 所定労働時間を短縮し、年間1840時間、週平均35時間23分、１日7時間25分、休憩
70分へと変更します。

育児時間 育児時間はいずれも有給とすることとし、私用の遅刻・早退の条文を削除します。

第２節 休日･休暇 休日・
年次有給休暇

年間の休日を117日とします。

 連続休暇は前年度の有給休暇に限らず取得するものとして表現を改めます。
 法改正にともない、保有する有給休暇のうち５日について、計画的な取得ができな

い場合、会社が時季を指定して取得させることができる条文を新設します。

第14章 効⼒ 有効期間・
⾃動更新 労働協約の有効期間や⾃動更新の期限を2019年度の労働協約として更新します。

１）本則

規程・条文表題 変更点

就業形態規程
就業時間および

休憩時間 所定労働時間の短縮にともない、年・週・日の所定労働時間と休憩時間を改めます。

時間外・休日勤務に関する規程
休日勤務時間 所定労働時間の短縮にともない、休日勤務時に勤務できる時間も8時間25分に短縮します。

休日規程

休日数
年間の総休日数を117日とします。

2019年度から拡充される休日１日にともない、その取得⽅法に関する条文を修正します。

賃⾦規程
控除 健康保険証の再発⾏費用を従業員の負担とすることにともない、控除の項を新設します。

時間外勤務手当
深夜勤務手当
休日勤務手当
宿日直勤務手当

 所定労働時間の短縮にともない、時間外勤務・深夜勤務・休日勤務における1分あたりの賃⾦計算根拠とな
る、1ヵ月の分数を9,200分に改めます。

 所定労働時間の短縮にともない、休日・宿日直勤務時の代休取得ができなかった場合の手当算出根拠とな
る1ヵ月あたりの出勤日数を20.6日とします。

 宿直勤務が午前10時・日直勤務が午後6時を過ぎた場合の宿日直勤務手当の計算根拠となる１日あたりの
勤務分数を445分に改めます。

確定拠出年⾦制度 社員ステージBの退職⾦・確定拠出年⾦制度改定にともない、I社員の旧キャッシュバランスプラン移管分は社
員ステージCのみが対象であることを明記します。

退職給付規程 過去の改訂時の誤りや、諒解事項の条文を削除します。

２）付属諸規程

2019年度春の交渉では
①2018年度労使通年協議で検討してきた制度改定への対応
②法改正への対応
③実態に合せた対応

にともなう労働協約の改訂・新設をおこないます。なお、メンバーズVOICEでは 協約
改訂のポイントのみ提案し、具体的な条文の改訂は３月の支部大会で審議決定します。

ⅩⅡ．労働協約の改訂および新設

この章のポイント

全員対象 審議決定事項
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規程・条文表題 変更点

特別社員取扱規程
控除 健康保険証の再発⾏費用を従業員の負担とすることにともない、控除の項を新設します。

時間外勤務手当
深夜勤務手当
休日勤務手当
宿日直勤務手当

 所定労働時間の短縮にともない、時間外勤務・深夜勤務・休日勤務における1分あたりの賃⾦計算根拠とな
る、1ヵ月の分数を9,200分に改めます。

 所定労働時間の短縮にともない、休日・宿日直勤務時の代休取得ができなかった場合の手当算出根拠とな
る1ヵ月あたりの出勤日数を20.6日とします。

 宿直勤務が午前10時・日直勤務が午後6時を過ぎた場合の宿日直勤務手当の計算根拠となる１日あたりの
勤務分数を445分に改めます。

年次有給休暇 連続休暇は前年度の有給休暇に限らず取得するものとして表現を改めます。

（別表） 特別社員の賃⾦表を挿⼊します。

育児勤務規程
育児勤務時間帯 育児勤務者が計画的に時間外勤務することができる場合の上限時間を7時間25分に短縮します。

国内出向規程
労働時間差手当 出向先の所定労働時間が三越伊勢丹より⻑かった場合の労働時間差手当の計算⽅法を算出式も含め記載します。

出向管理職手当 出向先企業において管理職の役割に就く社員ステージA・Bの管理職手当の基準と⾦額を記載します。

安全衛⽣管理規程 第９章 健康診断
受診義務・健康診断
で異常があった場合 健康診断で異常があった場合、再検査や医療機関の受診義務を明確化します。

安全衛⽣管理規程
運用細則

要保護者Cの取扱いについて、短時間勤務分を私用の遅刻・早退ではなく育児や介護の短時間勤務者と同様の
扱いとします。

⾃動⾞安全運転規程

資格喪失 適正や技能、知識⾯で安全運転が困難である場合を、社内の運転資格喪失の要件として加えます。

福利厚⽣規程（新設）第４章 従業員持株会
目的・加⼊資格・
⼊会申込・拠出⾦
⼝数の変更 等

従業員持株会について、労働協約上の条文が存在しなかったため、目的・加⼊資格・⼊会申込・拠出⾦・⼝数
の変更・拠出の休⽌及び再開・奨励⾦・⼀部引出し などを規定する章や条文を新設します。

テレワーク規程 第４章 在宅勤務
目的・申請手続き等 これまでの本⼈申請に加え、社命による在宅勤務の実施に関する条文や表現を加えます。

服務規律

基本的遵守事項 社内の情報について、ソーシャルネットワーキングサービスに加え、出版や寄稿を通じても漏洩してはならな
いことを条文に加えます。

秘密保持 在職中・退職後の社内の情報を漏洩してはならないことについて、出版・寄稿・ソーシャルネットワーキング
サービスなどの手段も条文に加筆します。
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２．メイト社員労働協約の改訂および新設

章・節・表題 節・表題 変更点

第６章 労働条件
第１節 就業時間

労働時間
・休憩時間

所定労働時間を短縮し、年間1840時間、週平均35時間23分、１日7時間25分、休憩
70分へと変更します。

育児時間 育児時間はいずれも有給とすることとし、私用の遅刻・早退の条文を削除します。

第２節 休日･休暇

休日 年間の休日を117日とします。

年次有給休暇
 連続休暇は前年度の有給休暇に限らず取得するものとして表現を改めます。
 法改正にともない、保有する有給休暇のうち５日について、計画的な取得ができな

い場合、会社が時季を指定して取得させることができる条文を新設します。

14章 効⼒ 有効期間・
⾃動更新 労働協約の有効期間や⾃動更新の期限を2019年度の労働協約として更新します。

１）本則

規程・条文表題 変更点

就業形態規程
就業時間・休憩時間 所定労働時間の短縮にともない、年・週・日の所定労働時間と休憩時間を改めます。

時間外・休日勤務に関する規程
休日勤務時間 所定労働時間の短縮にともない、休日勤務時に勤務できる時間も8時間25分に短縮します。

休日規程

休日数
年間の総休日数を117日とします。

2019年度から拡充される休日１日にともない、その取得⽅法に関する条文を修正します。

賃⾦規程
控除 健康保険証の再発⾏費用を従業員の負担とすることにともない、控除の項を新設します。

時間外勤務手当
深夜勤務手当
休日勤務手当
宿日直勤務手当

 所定労働時間の短縮にともない、時間外勤務・深夜勤務・休日勤務における1分あたりの賃⾦計算根拠とな
る、1ヵ月の分数を9,200分に改めます。

 所定労働時間の短縮にともない、休日・宿日直勤務時の代休取得ができなかった場合の手当算出根拠とな
る1ヵ月あたりの出勤日数を20.6日とします。

 宿直勤務が午前10時・日直勤務が午後6時を過ぎた場合の宿日直勤務手当の計算根拠となる１日あたりの
勤務分数を445分に改めます。

傷病調整手当 傷病調整手当は年次有給休暇とストック有給休暇を取得し、健保の傷病手当の支給が満了した際に支給する旨
を明記します。

退職給付規程 実態に合わせた改訂や、諒解事項の条文を削除します。

育児勤務規程

育児勤務時間帯 育児勤務者が計画的に時間外勤務することができる時間の上限や、育児勤務の⼀時延⻑時の勤務時間を7時間
25分に短縮します。

福利厚⽣規程（新設）第４章 従業員持株会
目的・加⼊資格・
⼊会申込・拠出⾦
⼝数の変更 等

従業員持株会について、労働協約上の条文が存在しなかったため、目的・加⼊資格・⼊会申込・拠出⾦・⼝数
の変更・拠出の休⽌及び再開・奨励⾦・⼀部引出し などを規定する章や条文を新設します。

テレワーク規程 第4章 在宅勤務
目的・申請手続き等 これまでの本⼈申請に加え、社命による在宅勤務の実施に関する条文や表現を加えます。

服務規律

基本的遵守事項 社内の情報について、ソーシャルネットワーキングサービスに加え、出版や寄稿を通じても漏洩してはならな
いことを条文に加えます。

秘密保持 在職中・退職後の社内の情報を漏洩してはならないことについて、出版・寄稿・ソーシャルネットワーキング
サービスなどの手段も条文に加筆します。

２）付属諸規程
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３．エルダースタッフ労働協約の改訂および新設

章・節・表題 表題 変更点

第５章 ⼈事
第１節 ⼈事

エルダースタッフの区分 エルダースタッフⅢ・Ⅳ・Ⅴの所定労働時間の短縮を反映します。

育児・介護勤務 育児や介護のために短時間勤務をおこなうことについても、育児・介護勤務規程に定
めることを明記します。

第２節 休職 休職・報告義務
・復職

 エルダースタッフが業務外の傷病により欠勤・休職できる期間を明記（欠勤3ヵ
月・休業3ヵ月）します。

 その他の事由として「会社の都合による会社外の職務への従事」や「公職に就任
し会社が認めた場合」を加えます。

 休職期間の明確化にともない、現況に関する報告義務や、休職期間の取扱い（勤
続年数に通算せず、賃⾦を支給しない）、復職時の手続きを明記します。

第６章 労働条件
第１節 就業時間

労働時間･休憩時間 エルダースタッフⅢ・Ⅳ・Ⅴの所定労働時間を短縮し、年間1840時間、週平均35時
間23分、１日7時間25分、休憩70分へと変更します。

育児時間 育児時間はいずれも有給とすることとし、私用の遅刻・早退の条文を削除します。

育児・介護のための
勤務時間変更

 育児勤務規程の新設にともない、「育児のための勤務時間の変更」の条文を削除
します。

 介護勤務規程の新設にともない、「介護のための勤務時間の変更」の条文を削除
します。

第２節
休日・休暇

休日
エルダースタッフⅢ・Ⅳ・Ⅴの年間の休日を117日とします。

エルダースタッフⅢ・Ⅳ・Ⅴの休日の取扱いは「休日規程」に定める旨を明記します。

年次有給休暇
 連続休暇は前年度の有給休暇に限らず取得するものとして表現を改めます。
 法改正にともない、保有する有給休暇のうち５日について、計画的な取得ができ

ない場合、会社が時季を指定して取得させることができる条文を新設します。

欠勤

 病気欠勤の場合、医師の診断書を１週間以内に会社に提出しなければならないこ
とを明記します。

 欠勤・休職期間の明確化にともない、欠勤終了後6ヵ月内の同⼀事由での欠勤の
場合、欠勤期間が通算されることを明記します。

 病気欠勤が1ヵ月以上続いた場合、復職には医師の診断書の提出や、産業医や会
社指定医の承認許可日をもって就業が可能となることを明記します。

第７章
キャリア形成支援 キャリア形成支援 グループ内継続雇用制度の導⼊にともない、詳細をキャリア形成支援規程で明記する

条文を加えます。

第12章 効⼒ 有効期間・
⾃動更新 労働協約の有効期間や⾃動更新の期限を2019年度の労働協約として更新します。

１）本則

規程・条文表題 変更点

就業形態規程
就業時間および

休憩時間 所定労働時間の短縮にともない、年・週・日の所定労働時間と休憩時間を改めます。

時間外・休日勤務に関する規程
休日勤務時間 所定労働時間の短縮にともない、休日勤務時に勤務できる時間も8時間25分に短縮します。

（新設）休日規程

休日数
年間の総休日数を117日とします。

2019年度から拡充される休日１日にともない、その取得⽅法に関する条文を修正します。

（新設）連続休暇規程

目的、編成基準など エルダースタッフⅢ、Ⅳ、Ⅴの連続休暇取得の運用ルールのため、連続休暇規程と「目的」「連続休暇分各個
休日」「編成基準」「除外週」「編成の変更」の条文を加えます。

２）付属諸規程
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規程・条文表題 変更点

賃⾦規程
控除 健康保険証の再発⾏費用を従業員の負担とすることにともない、控除の項を新設します。

時間外勤務手当
深夜勤務手当
休日勤務手当
宿日直勤務手当

 所定労働時間の短縮にともない、時間外勤務・深夜勤務・休日勤務における1分あたりの賃⾦計算根拠とな
る、1ヵ月の分数を9,200分に改めます。

 所定労働時間の短縮にともない、休日・宿日直勤務時の代休取得ができなかった場合の手当算出根拠とな
る1ヵ月あたりの出勤日数を20.6日とします。

 宿直勤務が午前10時・日直勤務が午後6時を過ぎた場合の宿日直勤務手当の計算根拠となる１日あたりの
勤務分数を445分に改めます。

傷病調整手当 傷病調整手当は年次有給休暇とストック有給休暇を取得し、健保の傷病手当の支給が満了した際に支給する旨
を明記します。

キャリア形成支援規程（新設）
グループ内継続雇用

制度 グループ内継続雇⽤制度の導⼊にともない、対象者・申請事由・⼿続き・労働条件等のルールを規定します。

育児勤務規程

育児勤務時間帯 育児勤務者が計画的に時間外勤務することができる時間の上限や、育児勤務の⼀時延⻑時の勤務時間を7時間
25分に短縮します。

福利厚⽣規程（新設）第４章 従業員持株会
目的・加⼊資格・
⼊会申込・拠出⾦
⼝数の変更 等

従業員持株会について、労働協約上の条文が存在しなかったため、目的・加⼊資格・⼊会申込・拠出⾦・⼝数
の変更・拠出の休⽌及び再開・奨励⾦・⼀部引出し などを規定する章や条文を新設します。

服務規律

基本的遵守事項 社内の情報について、ソーシャルネットワーキングサービスに加え、出版や寄稿を通じても漏洩してはならな
いことを条文に加えます。

秘密保持 在職中・退職後の社内の情報を漏洩してはならないことについて、出版・寄稿・ソーシャルネットワーキング
サービスなどの手段も条文に加筆します。

２）付属諸規程
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４．スペシャリティスタッフ・エルダースペシャリティスタッフ（無期・有期）労働協約の改訂および新設

章・節・表題 表題 変更点

第６章 労働条件
第１節 就業時間 育児時間 育児時間はいずれも有給とすることとし、私用の遅刻・早退の条文を削除します。

第２節 休日・休暇

年次有給休暇

 フルタイム勤務者の所定労働時間の短縮にともない、有給休暇が制度上の最大まで
付与される契約時間を週37時間５分に改めます。

 計画的に連続休暇を取得することが可能であることを明記します。
 法改正にともない、保有する有給休暇のうち５日について、計画的な取得ができな

い場合、会社が時季を指定して取得させることができる条文を新設します。

欠勤

 病気欠勤の場合、医師の診断書を１週間以内に会社に提出しなければならないこと
を明記します。

 欠勤・休職期間の明確化にともない、欠勤終了後6ヵ月内の同⼀事由での欠勤の場
合、欠勤期間が通算されることを明記します。

 病気欠勤が1ヵ月以上続いた場合、復職には医師の診断書の提出や、産業医や会社
指定医の承認許可日をもって就業が可能となることを明記します。

第７章
キャリア形成支援 キャリア形成支援 グループ内継続雇用制度の導⼊にともない、詳細はキャリア形成支援規程に定めるこ

とを表現します。

第12章 効⼒ 有効期間・
⾃動更新 労働協約の有効期間や⾃動更新の期限を2019年度の労働協約として更新します。

１）本則

規程・条文表題 変更点

賃⾦規程
控除 健康保険証の再発⾏費用を従業員の負担とすることにともない、控除の項を新設します。

傷病調整手当 傷病調整手当は年次有給休暇とストック有給休暇を取得し、健保の傷病手当の支給が満了した際に支給する旨
を明記します。

キャリア形成支援規程（新設）
グループ内継続雇用

制度 グループ内継続雇⽤制度の導⼊にともない、対象者・申請事由・⼿続き・労働条件等のルールを規定します。

福利厚⽣規程（新設）第４章 従業員持株会
目的・加⼊資格・
⼊会申込・拠出⾦
⼝数の変更 等

従業員持株会について、労働協約上の条文が存在しなかったため、目的・加⼊資格・⼊会申込・拠出⾦・⼝数
の変更・拠出の休⽌及び再開・奨励⾦・⼀部引出し などを規定する章や条文を新設します。

服務規律

基本的遵守事項
 出退勤時には原則全従業員が打刻をすることを規定します。
 社内の情報について、ソーシャルネットワーキングサービスに加え、出版や寄稿を通じても漏洩してはな

らないことを条文に加えます。

秘密保持 在職中・退職後の社内の情報を漏洩してはならないことについて、出版・寄稿・ソーシャルネットワーキング
サービスなどの手段も条文に加筆します。

２）付属諸規程
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５．フェロー社員（無期・有期）労働協約の改訂および新設

章・節・表題 表題 変更点

第６章 労働条件
第１節 就業時間 育児時間 育児時間はいずれも有給とすることとし、私用の遅刻・早退の条文を削除します。

第２節 休日・休暇

年次有給休暇

 ⼊社時の年次有給休暇を週契約日数・時間に応じて年次有給休暇を付与する表
（フェロー社員有期と同⼀）を挿⼊します。（フェロー社員（無期）のみ）

 フェロー社員も計画的に連続休暇の取得が可能であることを明記します。
 法改正にともない、保有する有給休暇のうち５日について、計画的な取得ができな

い場合、会社が時季を指定して取得させることができる条文を新設します。

欠勤

 病気欠勤の場合、医師の診断書を１週間以内に会社に提出しなければならないこと
を明記します。

 欠勤・休職期間の明確化にともない、欠勤終了後6ヵ月内の同⼀事由での欠勤の場
合、欠勤期間が通算されることを明記します。

 病気欠勤が1ヵ月以上続いた場合、復職には医師の診断書の提出や、産業医や会社
指定医の承認許可日をもって就業が可能となることを明記します。

第12章 効⼒ 有効期間・
⾃動更新 労働協約の有効期間や⾃動更新の期限を2019年度の労働協約として更新します。

１）本則

規程・条文表題 変更点

賃⾦規程（Ⅰ）
控除 健康保険証の再発⾏費用を従業員の負担とすることにともない、控除の項を新設します。

賃⾦規程（Ⅱ）
控除 健康保険証の再発⾏費用を従業員の負担とすることにともない、控除の項を新設します。

傷病調整手当 傷病調整手当は年次有給休暇とストック有給休暇を取得し、健保の傷病手当⾦の支給が満了した際に支給する
旨を明記します。

休職手当 支給の対象がフェロー社員Ⅱであることを明記します。

福利厚⽣規程

（新設）第４章 従業員持株会
目的・加⼊資格・
⼊会申込・拠出⾦
⼝数の変更 等

従業員持株会について、労働協約上の条文が存在しなかったため、目的・加⼊資格・⼊会申込・拠出⾦・⼝数
の変更・拠出の休⽌及び再開・奨励⾦・⼀部引出し などを規定する章や条文を新設します。

服務規律

基本的遵守事項
 出退勤時には原則全従業員が打刻をすることを規定します。
 社内の情報について、ソーシャルネットワーキングサービスに加え、出版や寄稿を通じても漏洩してはな

らないことを条文に加えます。

秘密保持 在職中・退職後の社内の情報を漏洩してはならないことについて、出版・寄稿・ソーシャルネットワーキング
サービスなどの手段も条文に加筆します。

２）付属諸規程
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６．エルダーフェロー（無期・有期）労働協約の改訂および新設

章・節・表題 表題 変更点

第６章 労働条件
第１節 就業時間 育児時間 育児時間はいずれも有給とすることとし、私用の遅刻・早退の条文を削除します。

第２節 休日・休暇

年次有給休暇 法改正にともない、保有する有給休暇のうち５日について、計画的な取得ができない
場合、会社が時季を指定して取得させることができる条文を新設します。

欠勤

 病気欠勤の場合、医師の診断書を１週間以内に会社に提出しなければならないこと
を明記します。

 欠勤・休職期間の明確化にともない、欠勤終了後6ヵ月内の同⼀事由での欠勤の場
合、欠勤期間が通算されることを明記します。

 病気欠勤が1ヵ月以上続いた場合、復職には医師の診断書の提出や、産業医や会社
指定医の承認許可日をもって就業が可能となることを明記します。

第７章
キャリア形成支援

キャリア形成支援
制度

グループ内継続雇用制度の導⼊にともない、詳細はキャリア形成支援規程に規定する
ことを表現します。

第12章 効⼒ 有効期間・
⾃動更新 労働協約の有効期間や⾃動更新の期限を2019年度の労働協約として更新します。

１）本則

規程・条文表題 変更点

賃⾦規程（Ⅰ）
賃⾦構成 曜日時間帯別手当と販売応援手当の導⼊にともない、賃⾦構成の基準外賃⾦に加筆します。

控除 健康保険証の再発⾏費用を従業員の負担とすることにともない、控除の項を新設します。

賃⾦規程（Ⅱ）
賃⾦構成 曜日時間帯別手当と販売応援手当の導⼊にともない、賃⾦構成の基準外賃⾦に加筆します。

控除 健康保険証の再発⾏費用を従業員の負担とすることにともない、控除の項を新設します。

曜日時間帯手当 制度導⼊にともない条文を新設します。

販売応援手当 制度導⼊にともない条文を新設します。

傷病調整手当 傷病調整手当は年次有給休暇とストック有給休暇を取得し、健保の傷病手当⾦の支給が満了した際に支給する
旨を明記します。

休職手当 支給の対象がエルダーフェローⅡであることを明記します。

キャリア形成支援規程
グループ内継続雇用

制度 グループ内継続雇⽤制度の導⼊にともない、対象者・申請事由・⼿続き・労働条件等のルールを規定します。

福利厚⽣規程

（新設）第４章 従業員持株会
目的・加⼊資格・
⼊会申込・拠出⾦
⼝数の変更 等

従業員持株会について、労働協約上の条文が存在しなかったため、目的・加⼊資格・⼊会申込・拠出⾦・⼝数
の変更・拠出の休⽌及び再開・奨励⾦・⼀部引出し などを規定する章や条文を新設します。

服務規律

基本的遵守事項
 出退勤時には原則全従業員が打刻をすることを規定します。
 社内の情報について、ソーシャルネットワーキングサービスに加え、出版や寄稿を通じても漏洩してはな

らないことを条文に加えます。

秘密保持 在職中・退職後の社内の情報を漏洩してはならないことについて、出版・寄稿・ソーシャルネットワーキング
サービスなどの手段も条文に加筆します。

２）付属諸規程
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ゼンセン 悪質クレーム対策のその後について
■悪質クレーム署名活動
・ 長時間の拘束や暴言など「悪質クレーム」は従業員

のストレスや職場の魅力低下につながります。その抑
止対策を進めるため、 年夏にＵＡゼンセンは
署名活動を実施し、全国で 万筆、 では
万筆の署名が集まりました。

・ 署名は関係省庁に提出され、悪質クレームを無くす
ための法律制定や、必要な対策を求める大きな力と
なります。ご協力ありがとうございました。

■マスコミへの働きかけ
・ 悪質クレームへの社会的な関心を高めるために、

ゼンセンは各種マスコミへの働きかけを行っています。
・ 昨年は の「クローズアップ現代」をはじめ各テレビ局

や日経、朝日などの新聞各紙において、悪質クレームに関する多くの報道がありました。
■国会における法制化の取り組み
・ ゼンセンは、組織内議員のかわいたかのり参議院議

員と連携して、国会での取り組みを行っています。
・ 年 月の参議院における「働き方改革法案」の付

帯決議では「顧客や取引先からの著しい迷惑行為につい
て、実態把握を行うと共に、その対応策についても具体
的に検討すること」が決議されました。

・ 年 月からの通常国会では、かわいたかのり参議
院議員が所属する国民民主党から「悪質クレーム対策・
パワハラ対策に係る法案（仮称）」が議員立法として提
出される予定です。

私たちの社会的な責任として、必ず投票に行きましょう
・ 年は春に統一地方選挙、夏に参議院選挙と つの大きな選挙が行われる年です。 は政治

信条を問わず、メンバーが選挙を通じて社会づくりに参画することは大変重要であると考えています。
・ 投票日に業務があり当日投票できない方は、「期日前投票制度」が利用できます。私たちの社会的な責

任を果たすためにも、必ず選挙に行きましょう。

政策・政治活動 報告

【労働組合の政治活動】
・ は組合員の生活向上をめざして、労使間の取り組みでは解決できない国や地域における様々な社会

的課題を改善するために、従来から組合活動の一つとして政治活動を行っています。
・ 政治活動としては、署名活動などを通じた「政策実現に向けた活動」や、私たちの課題解決に取り組む「地方

や国会議員の支援」、また政治信条等にかかわらず市民として社会に参画するための「選挙権の行使を促す
活動」などに取り組んでいます。

・ 政治活動は、政治や選挙に関する法令や服務規律等の社内ルールを遵守しつつ、組合活動の一環として就
業時間外に行っています。

で 万筆
ご協力有り難う
ございました

参議院（比例）私たちの代表 田村まみ と集められた署名

年 月 参議院厚生労働委員会の審議の様子

86

社
員

フ
ェ
ロ
ー
社
員

エ
ル
ダ
ー
ス
タ
ッ
フ

ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
ス
タ
ッ
フ

メ
イ
ト
社
員

特
別
社
員

エ
ル
ダ
ー
フ
ェ
ロ
ー

エ
ル
ダ
ー

ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
ス
タ
ッ
フ



【三越伊勢丹⽀部 メンバーズVOICE スケジュール⼀覧】
2月18日 2月19日 2月20日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月26日

月 火 水 木 ⾦ 土 日 火

社員
ﾒｲﾄ社員 9:45〜10:30

三井事務館
7F

従業員食堂

 育児・介護勤務者 12:10〜12:55
PC３

地下２階
会議室

9:30〜10:00

12:10〜12:40

12:45〜13:15

13:20〜13:50

18:10〜18:40

12:10〜12:55

13:10〜13:55 PC３地下２階会
議室

14:10〜14:55

19:30〜20:15
北豊ﾋﾞﾙ
地下1階

会議室A・B・C

19:35〜20:20
三井事務館

7F
従業員食堂

20:50〜21:35

20:30〜21:15
三井事務館

6F
従業員食堂

19:10〜19:55

20:10〜20:55

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

11:30〜12:00

12:10〜12:55

13:10〜13:55

11:40〜12:10 新館13階
大会議室

新館13階
大会議室

12:40〜13:10

13:40〜14:10

14:40〜15:10

11:40〜12:25

12:40〜13:25 

13:40〜14:25 

14:40〜15:25

○時間と場所をご確認の上、ご出席ください。
○上記各事業所近くに出向しているメンバーは、最寄の会場にご出席ください。

対象者 時間
2月25日

月

新
宿

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

全員

第二別
館
3階

研修室
A・B

三井事務館
7F

従業員食堂

PC３
地下２階
会議室

PC３
地下２階
会議室

PC３
地下２階
会議室

PC３
地下２階
会議室

三井事務館
6F

従業員食堂

PC３
地下２階
会議室

H&Iﾋﾞﾙ 1F
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

PC３
地下２階
会議室

新館13階
大会議室

新館13階
大会議室

大栄ﾋﾞﾙ8階
会議室

⻄
新
宿

全員

東
新
宿

全員

日
本
橋

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

全員

富山化学ビル
6階休憩所

ＥＳＳビル
16階休憩所

ＥＳＳビル
16階休憩所

新館13階
中会議室

大栄ﾋﾞﾙ8階
会議室

新館13階
中会議室
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2月27日 2月28日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日

水 木 日 月 火 水 木

社員
ﾒｲﾄ社員 9:45〜10:30

三井事務館
7F

従業員食堂

 育児・介護勤務者 12:10〜12:55

9:30〜10:00

12:10〜12:40

12:45〜13:15

13:20〜13:50

18:10〜18:40

12:10〜12:55

13:10〜13:55

14:10〜14:55

19:30〜20:15
北豊ﾋﾞﾙ
地下1階

会議室A・B・C

19:35〜20:20
三井事務館

7F
従業員食堂

20:50〜21:35

20:30〜21:15
三井事務館

6F
従業員食堂

三井事務館
6F

従業員食堂

三井事務館
6F

従業員食堂

19:10〜19:55

20:10〜20:55

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

11:30〜12:00

12:10〜12:55

13:10〜13:55

11:40〜12:10 大栄ﾋﾞﾙ8階
会議室

12:40〜13:10

13:40〜14:10 大栄ﾋﾞﾙ8階
会議室

14:40〜15:10

11:40〜12:25

12:40〜13:25 

13:40〜14:25 

14:40〜15:25

対象者 時間

新
宿

全員

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

PC３
地下２階
会議室

第二別
館
3階

研修室
A・B

H&Iﾋﾞﾙ
1F

共用会
議室

PC３
地下２階
会議室

H&Iﾋﾞﾙ 1F
共用会議室

PC３
地下２階
会議室

日
本
橋

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

全員

大栄ﾋﾞﾙ8階
会議室

3月1日

H&Iﾋﾞﾙ 1F
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

H&Iﾋﾞﾙ 1F
共用会議室

北豊ﾋﾞﾙ
地下1階
会議室
A・B・C

⻄
新
宿

全員

東
新
宿

富山化学ビル
6階休憩所

全員

PC３
地下２階
会議室

新館13階
大会議室

新館13階
大会議室

3月2日

⾦ 土

三井事務館
7F

従業員食堂

北豊ﾋﾞﾙ
地下1階
会議室
A・B・CPC３

地下２階
会議室

新館13階
大会議室大栄ﾋﾞﾙ８階

会議室
大栄ﾋﾞﾙ8階

会議室

三井事務館
7F

従業員食堂

新館13階
大会議室

新館13階
大会議室
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2月18日 2月19日 2月20日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日

月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火

10:00〜10:40 13階
従業員食堂

13階
従業員食堂

11:30〜12:10

12:15〜12:55

13:15〜13:55

14:15〜14:55

10:00〜10:30

11:30〜12:00

12:15〜12:45

13:15〜13:45

14:15〜14:45

12:00〜12:45

13:00〜13:45

14:00〜14:45

12:10〜12:55

13:00〜13:45

13:50〜14:30

20:15〜21:00 アイプラスⅠ
地下研修室

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

12:10〜14：40
※エンドレス開催

（説明:約30分）

アイプラスⅠ
地下

研修室

11:40〜12:20

12:40〜13:20

13:40〜14:20

11:35〜12:20

12:35〜13:20

13:35〜14:20

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

12:10〜12:45

13:10〜13:55

14:10〜14:55

11:30〜12:15

12:30〜13:15

○時間と場所をご確認の上、ご出席ください。
○上記各事業所近くに出向しているメンバーは、最寄の会場にご出席ください。

対象者 時間

銀
座

社員
ﾒｲﾄ社員

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

⽴
川 全員 7階

従業員食堂
7階

従業員食堂

13階
従業員食堂

13階
従業員食堂

相
模
原

全員 本館６階
教養室

本館６階
教養室

浦
和

全員

アイプラスⅠ
地下

中会議室

B2階
会議室

全員

府
中

全員 食堂 食堂 食堂

B2階
会議室

通
販 出向者

恵
比
寿

B2階
会議室
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2月27日 2月28日 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日

水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木

10:00〜10:40 13階
従業員食堂

11:30〜12:10

12:15〜12:55

13:15〜13:55

14:15〜14:55

10:00〜10:30 13階
従業員食堂

13階
従業員食堂

11:30〜12:00

12:15〜12:45

13:15〜13:45

14:15〜14:45

12:00〜12:45

13:00〜13:45

14:00〜14:45

12:10〜12:55

13:00〜13:45

13:50〜14:30

20:15〜21:00 アイプラスⅠ
地下研修室

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

12:10〜14：40
※エンドレス開催

（説明:約30分）

アイプラスⅠ
地下

研修室

11:40〜12:20

12:40〜13:20

13:40〜14:20

11:35〜12:20

12:35〜13:20

13:35〜14:20

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

12:10〜12:45

13:10〜13:55

14:10〜14:55

11:30〜12:15

12:30〜13:15

東陽
ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ
4-1会議室

府
中

全員

恵
比
寿

8F
研修室

8F
B会議室

全員

通
販 出向者

B2階
会議室

東陽
ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ
4-1会議室

浦
和

全員

相
模
原

全員 本館６階
教養室

アイプラスⅠ
地下

研修室

アイプラスⅠ
地下

研修室

アイプラスⅠ
地下

研修室

アイプラスⅠ
地下

研修室

本館６階
教養室

本館６階
教養室

ﾌｪﾛｰ社員
ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰﾌｪﾛｰ

ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ
ｴﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

⽴
川 全員 7階

従業員食堂

13階
従業員食堂

13階
従業員食堂

13階
従業員食堂

13階
従業員食堂

13階
従業員食堂

7階
従業員食堂

7階
従業員食堂

7階
従業員食堂

対象者 時間

銀
座

社員
ﾒｲﾄ社員
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